
7４ 

に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
区
別
と
差
別
と
の
概
念
に
ふ
れ
て
お
か
な
く
て

は
な
る
ま
い
。
こ
の
場
合
、
私
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
区
別
と
は
、

｜
定
の
共
通
基
盤
の
上
に
た
っ
て
い
る
二
つ
以
上
の
事
物
を
、
差
異

（
Ⅱ
相
違
・
ち
が
い
）
を
標
識
と
し
て
区
分
（
Ⅱ
分
類
）
す
る
こ
と

で
あ
り
、
他
方
差
別
と
は
、
こ
の
区
分
（
Ⅱ
分
類
）
に
一
定
の
価

値
判
断
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
区
別
と

は
、
そ
の
区
分
の
標
識
と
な
る
相
違
（
Ⅱ
ち
が
い
）
が
事
物
の
一
つ

の
客
観
的
な
側
面
を
表
示
す
る
も
の
（
た
と
え
ば
、
赤
い
花
、
白
い

花
、
重
い
荷
物
．
軽
い
荷
物
等
）
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
差
別
と

は
、
区
分
の
標
識
と
な
る
差
異
（
Ⅱ
相
違
・
ち
が
い
）
が
、
す
で
に

主
観
的
な
価
値
判
断
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
バ
カ
、

秀
才
、
嘘
つ
き
、
正
直
者
等
）
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
分
類
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
区
別
は
、
な
お
、
相
対
的
、
流

動
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
に
あ
げ
た
重
い
、
軽
い
と
い
っ
た

概
念
も
、
実
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
区
分
す
れ
ば
、
た

』
と
え
ば
、
重
量
何
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
は
軽
い
、
そ
れ
以
上
は
重
い
と

Ｉ
 

識
－
９
る
と
い
う
、
そ
の
場
、
そ
の
場
で
の
客
観
的
基
準
が
さ
ら
に
必
要

ｒ
 

と
で
←
の
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
差
別
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

髄
そ
れ
は
言
葉
（
Ⅱ
概
念
）
も
、
こ
れ
を
使
用
す
る
社
会
も
生
き
て
お

働
り
、
一
つ
の
一
一
一
口
葉
が
含
意
す
る
意
味
・
内
容
が
時
代
の
変
化
に
つ
れ

労
て
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
（
た
と
え
ば
「
河
原
乞
食
」
と
蔑
視
さ
れ

－
。

７
た
俳
優
が
、
映
画
の
登
場
と
と
も
に
ス
タ
ー
と
し
て
羨
望
の
的
と
な

一
九
七
五
年
一
一
一
月
よ
り
約
三
カ
年
に
わ
た
り
、
大
阪
府
下
の
四

三
の
同
和
地
区
を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
、
’
九
七
五
年
に
中
間
総

括
が
行
わ
れ
た
『
大
阪
府
同
和
地
区
労
働
実
態
調
査
結
果
』
（
部
落
解

放
研
究
所
行
政
部
門
労
働
部
会
）
の
一
部
を
利
用
し
て
、
私
は
「
部

落
労
働
者
の
実
態
』
（
部
落
解
放
研
究
所
紀
要
『
部
落
解
放
研
究
』
六

号
、
’
九
七
六
年
一
一
月
）
と
い
う
小
稿
を
発
表
し
、
思
い
が
け
な
い

こ
の
小
稿
を
ま
と
め
る
過
程
で
、
私
の
胸
を
去
来
し
た
疑
問
は
、

従
来
の
「
部
落
差
別
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
主
と
し
て
歴
史
的
ア

（
１
）
 

ブ
ロ
ー
チ
に
舌
一
一
点
が
お
か
れ
す
ぎ
、
部
落
差
別
の
現
代
的
意
義
、
別

言
す
れ
ば
資
・
本
主
義
社
会
に
お
け
る
部
落
差
別
の
位
置
づ
け
が
歴
史

大
き
な
反
響
を
受
け
た
。

ま
し
か
き

Ｉ
 

労
働
問
題
と
「
差
別
」

｛ 
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
較
す
れ
ば
、
少
な
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

（
２
）
 

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
部
落
差
別
｝
て
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
封
建
的
、

身
分
的
差
別
の
残
淳
と
し
て
把
握
す
る
「
部
落
差
別
Ⅱ
封
建
的
遺
制

論
」
は
、
い
わ
ば
、
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
欠
く
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
も
そ
の
一
つ
の
発
生
要
因
（
全
部
で
は
な
い
）
を
も
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
こ
こ
で
、
部
落
差
別
へ
の

構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
小

稿
は
部
落
差
別
へ
の
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
の
一
つ
の
試
論
に

、
す
ぎ
な
い
。

り
、
さ
ら
に
テ
レ
ビ
の
出
現
に
よ
っ
て
「
現
代
の
英
雄
」
に
ま
で
変

化
し
た
こ
と
は
、
こ
の
事
情
を
も
の
が
た
る
）
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
一
一
一
一
巨
葉
は
生
き
て
お
り
、
同
じ
言
葉
が
、
ち
が
っ
た
文
脈
ち
が
っ

た
イ
ン
ト
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
使
用
さ
れ
る
と
別
な
意
味
を
も
っ
て
来

る
（
た
と
え
ば
、
相
愛
の
男
女
間
で
、
「
オ
バ
カ
さ
ん
ね
」
と
使
用

さ
れ
る
場
合
と
、
交
通
取
締
り
の
警
官
が
、
「
バ
カ
モ
ン
」
と
使
用

す
る
場
合
と
は
、
同
じ
「
バ
カ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
含
意
さ
れ

る
内
容
が
異
な
る
）
。

な
お
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
（
岩
波
書
店
）
で
は
、
差
別
と
は
「
①

仏
↓
し
や
く
つ
。
②
差
を
つ
け
る
こ
と
。
区
別
。
ち
が
い
。
け
じ

め
。
」
（
な
お
「
し
や
く
つ
」
と
は
「
①
〔
仏
〕
万
法
の
一
如
な
る
法
性

に
対
し
て
個
々
の
性
類
を
指
す
。
②
相
違
、
区
別
、
ざ
く
つ
」
と
な

っ
て
く
る
）
で
あ
り
、
区
別
と
は
「
違
い
に
よ
っ
て
分
け
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
違
い
。
く
わ
け
。
け
じ
め
。
差
別
」
で
あ
る
。
見
ら
れ

る
よ
う
に
『
広
辞
苑
』
で
は
差
別
も
区
別
も
同
義
で
あ
る
。
ま
た
英

語
で
は
、
ａ
の
二
貝
三
目
｝
ユ
ー
の
月
日
一
目
三
○
］
］
］
ユ
ー
の
ご
皀
西
巳
の
』
】
》

二
壼
円
の
貝
①
等
が
ド
イ
ツ
語
で
は
Ｃ
具
の
届
の
Ｃ
三
の
」
が
こ
れ
ら
の
一
一
一
一
口

に
相
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
区
別
と
差
別
の
よ
う

な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
（
但
し
、
英
語
で
差
別
待
遇

と
い
う
場
合
に
は
、
＆
範
三
目
圓
三
の
Ｈ
・
自
曰
の
具
と
い
う
か
ら

＆
の
三
目
目
昌
・
ロ
が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
差
別
に
ち
か
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
で
は
差
別
待
遇
と
は
ロ
具
貝
の
。
三
の
（
｜
‐

一
、
主
観
的
差
別
と
客
観
的
差
別

部
落
差
別
を
論
じ
る
前
に
、
論
理
の
進
行
を
混
乱
さ
せ
な
い
た
め

、
区
別
と
差
別 吉
村
励



間
の
集
団
と
は
、
階
級
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
生
産
様
式
が

い
か
よ
う
で
あ
れ
、
生
産
手
段
の
所
有
者
は
、
経
済
的
に
優
越
し
た

階
級
と
し
て
経
済
的
に
従
属
す
る
階
級
に
対
応
し
、
そ
こ
で
結
ば

れ
る
生
産
関
係
は
、
ま
た
搾
取
関
係
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の

搾
取
関
係
を
保
持
す
る
た
め
に
、
経
済
的
に
支
配
す
る
階
級
が
、
自

己
の
階
級
的
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
の
暴
力
装
置
（
Ⅱ
国
家
）
を
つ

く
り
あ
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
国
家
の
成
立
と
と
も
に
、
経
済
的
な
支

配
階
級
は
、
政
治
的
に
も
支
配
す
る
階
級
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、

支
配
階
級
は
、
そ
の
経
済
力
と
政
治
力
を
駆
使
し
て
、
文
化
、
教
育

機
関
を
占
有
し
、
被
支
配
階
級
を
し
め
だ
し
、
一
方
の
極
に
は
、
富

と
権
力
と
文
化
の
蓄
積
が
、
他
方
の
極
に
は
貧
困
と
非
文
化
的
現
象

の
蓄
積
が
生
れ
る
と
い
う
階
級
社
会
の
構
図
一
貫
私
が
す
で
に
念
頭

に
お
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
察
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
思

う
・
私
の
い
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
階
級
社
会
と
は
、
差
別
の
社
会

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
差
別
の
こ
の
客
観
的
構
造
を
通
じ
て
、
主

』
観
的
な
差
別
が
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私

議
が
差
別
を
主
観
的
な
差
別
と
客
観
的
な
差
別
に
区
分
し
、
こ
れ
に
国

１
 

町
執
す
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

題
二
、
部
落
解
放
運
動
と
「
差
別
」
概
念
の
深
化

問働労
と
こ
ろ
で
、
差
別
の
概
念
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
現
実
に
、

両
部
落
差
別
が
存
在
し
、
そ
の
差
別
を
受
け
て
い
る
部
落
が
、
そ
の
解

7６ 
一
一
・
一
一
の
、
①
貢
三
一
巨
信
と
な
っ
て
お
り
、
差
別
も
区
別
も
同
義
に
使

用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
私
の
よ
う
な
貧
弱
な
語

学
力
で
は
そ
れ
以
上
の
追
跡
は
不
可
能
で
あ
り
、
専
門
一
一
一
一
口
語
学
者
の

発
言
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
区
別
と
差
別
の
二
つ
の
概
念
を
、

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
な
意
味
で
使
用
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
が
、
「
Ａ
と
Ｂ
と
を
区
別
す
る
」
と
い
う
場
合
と
「
Ａ
か
ら

Ｂ
を
差
別
す
る
」
と
い
う
場
合
と
は
、
あ
き
ら
か
に
ち
が
っ
た
意
味

内
容
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
程
明
確
で
な
い
場
合
に
も
、
ち
が
っ
た
一
一

ニ
ア
ン
ス
）
を
含
意
せ
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
さ
き
に
、
区
別
と
は
、
客
観
的
な
事
物
の
差
異
に

も
と
づ
く
分
類
、
も
し
く
は
区
分
で
あ
り
、
差
別
と
は
、
価
値
判
断

を
前
提
と
し
た
主
観
的
な
事
物
の
差
異
を
標
識
（
Ⅱ
基
準
）
と
し
た

区
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
差
別
を
、
私
は
、
差

別
の
第
一
の
型
（
あ
る
い
は
主
観
的
な
差
別
）
と
い
う
こ
と
に
す

る
。
次
に
こ
こ
で
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、
差
別
の
第
二
の
型
（
あ

る
い
は
客
観
的
な
差
別
）
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
区

別
の
差
別
へ
の
転
化
と
い
っ
て
も
良
い
。
こ
の
場
合
は
、
さ
き
に
の

べ
た
客
観
的
な
事
物
の
差
異
に
よ
っ
て
わ
け
ら
れ
た
あ
る
人
間
集
団

が
、
社
会
の
諸
関
係
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
、
経
済
的
・
社
会
的
不
利

益
を
蒙
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
生
産
手
段
の
所
有
・
非
所
有

に
よ
っ
て
、
人
間
集
団
を
分
類
す
る
こ
と
は
、
社
会
科
学
上
に
お
け

故
運
動
の
過
程
で
、
差
別
と
い
う
概
念
を
、
い
か
に
発
展
さ
せ
、
深

化
さ
せ
て
き
た
か
を
追
跡
す
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う

一
一
一
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

部
落
解
放
同
盟
の
前
身
で
あ
る
水
平
社
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て

は
、
水
平
社
は
「
差
別
は
一
般
市
民
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
遅
れ
た

人
が
封
建
的
な
観
念
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い

（
３
）
 

一
つ
と
ら
え
方
を
し
て
い
た
」
「
そ
の
後
、
運
動
の
発
展
の
な
か
で
差

別
は
個
々
人
の
頭
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
社
会
関
係
の
す
べ
て
の

中
に
普
遍
的
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
つ

（
４
）
 

た
」
・
約
一
一
言
す
れ
ば
差
別
を
観
念
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が

（
５
）
 

「
戦
前
の
解
放
運
動
の
主
な
傾
向
で
あ
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
差
別
｛
と

実
態
と
し
て
と
ら
え
「
差
別
観
念
は
そ
れ
だ
け
が
特
別
に
存
在
、
す
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
物
質
的
基
礎
、
部
落
で
非
常
に
惨

め
で
非
人
間
的
な
生
活
状
態
を
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
経
済
が
土
台
で

あ
る
こ
と
が
明
確
に
艶
が
」
、
「
貧
乏
と
差
別
」
と
は
別
の
も
の
で
は

な
く
し
て
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
だ
と
し
て
、
統
一
的
に
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
戦
後
に
お
け
る
「
差
別
」
把
握
の
特
徴

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
一
九
五
一
年
一
○
月
京
都

（
７
）
 

で
お
こ
っ
た
オ
ー
ル
ロ
マ
ン
ス
事
件
、
一
九
五
二
年
の
和
歌
山
県
で

の
西
川
県
議
事
件
を
契
機
と
し
て
、
「
た
ん
に
行
政
の
停
滞
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、
部
落
民
に
た
い
す
る
市
民
的
権
利
を
行
政
的
に

保
障
せ
ず
、
今
日
な
お
、
惨
め
な
部
落
の
生
活
実
態
を
残
し
て
い
る

ろ
人
間
集
団
の
一
つ
の
区
別
で
あ
り
、
そ
こ
に
主
観
的
な
価
値
判
断

は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
産

す
る
た
め
に
は
、
生
産
手
段
の
非
所
有
者
は
、
生
産
手
段
を
所
有
す

る
者
の
生
産
手
段
と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

結
合
の
様
式
（
通
常
生
産
様
式
と
よ
ば
れ
る
）
が
何
で
あ
れ
、
生
産

手
段
の
非
所
有
者
は
、
生
産
手
段
の
非
所
有
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
に
た
え
ず
生
産
手
段
の

所
有
者
よ
り
も
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
、
個
々
の

人
間
の
主
観
的
意
識
を
こ
え
た
社
会
の
客
観
的
な
運
動
が
、
特
定
の

人
間
集
団
に
た
え
ず
不
利
益
な
作
用
を
及
ぼ
す
場
合
、
私
は
、
こ
れ

を
客
観
的
な
意
味
で
の
差
別
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
客
観

的
な
作
用
が
定
着
し
、
累
積
す
る
と
、
今
度
は
、
こ
の
特
定
集
団
に

対
す
る
蔑
視
の
意
識
が
生
れ
る
。
私
が
、
さ
き
に
、
価
値
判
断
を
ふ

く
む
標
識
に
よ
る
分
類
を
差
別
の
第
一
の
型
と
よ
ん
だ
が
、
こ
の
主

観
的
な
差
別
は
、
い
わ
ば
客
観
的
な
差
別
構
造
よ
り
生
れ
る
の
で
あ

る
。と
こ
ろ
で
、
私
は
い
ま
ま
で
、
非
常
に
抽
象
的
、
｜
般
的
な
表
現

を
使
用
し
た
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
概
念
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場

合
、
議
論
も
ま
た
で
き
る
だ
け
抽
象
的
、
一
般
的
に
展
開
す
る
こ
と

が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
読
者

は
す
で
に
、
生
産
手
段
の
所
有
・
非
所
有
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
人
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（
９
）
 

行
政
こ
そ
、
客
観
的
に
差
別
行
政
で
←
の
る
」
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ

れ
た
。
ま
た
一
九
五
七
年
の
部
落
解
放
同
盟
の
第
一
二
回
全
国
大
会

に
お
い
て
は
「
部
落
問
題
は
、
ひ
と
り
部
落
民
の
み
の
問
題
で
は
な

く
し
て
、
部
落
差
別
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
差
別
に
苦
し
む
者
は
、
ま

ず
も
っ
て
部
落
民
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
差
別
に
よ
っ
て
、

同
じ
よ
う
な
不
幸
な
目
に
あ
わ
さ
れ
て
い
る
部
落
外
の
人
達
に
も
、

す
べ
て
共
通
す
る
問
題
だ
。
差
別
が
あ
る
こ
と
は
、
部
落
外
の
人
達

の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題

は
、
三
○
○
万
の
問
題
か
ら
九
○
○
○
万
国
民
の
問
題
ま
た
、
部
落

問
題
を
部
落
第
一
主
義
の
カ
ラ
に
と
じ
こ
も
る
考
え
方
で
な
し
に
労

働
者
、
市
民
、
多
く
の
人
達
の
協
力
、
そ
し
て
お
互
い
が
差
別
と
い

う
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
国
民
運
動
と
し
て
、
部

（
、
）

落
解
放
運
動
を
・
一
ｇ
す
め
て
い
く
」
と
い
う
路
線
が
う
ち
た
て
ら
れ

た
。
差
別
が
、
部
落
を
頂
点
と
し
て
、
現
在
の
社
会
に
広
く
ひ
ろ
が

る
現
象
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
同
大
会
は
部
落

差
別
に
関
し
て
「
日
常
部
落
に
生
起
す
る
問
題
で
、
部
落
に
と
っ
て

（
ｕ
）
 

不
利
益
な
問
題
は
一
切
差
別
で
一
の
る
」
と
い
う
有
名
な
命
題
を
う
ち

た
て
た
。
こ
の
命
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
部
か
ら
は
意
識

的
に
歪
曲
さ
れ
、
ま
た
は
無
意
識
的
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
差
別
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
、
部
落
民
の
胸
元
三
寸
」
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
差
別
と
は
別

個
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
部
落
の
貧
困
や
低
劣
な
生
活

新
聞
社
、
一
九
七
三
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
２
）
こ
の
私
の
疑
問
は
、
私
の
せ
ま
い
経
験
と
視
野
に
起
因
す
る
ひ
と

り
よ
が
り
の
独
断
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
部
落
解
放
運

動
の
す
ぐ
れ
た
理
論
的
・
実
践
的
指
導
者
で
あ
る
大
賀
正
行
氏
が
、

次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
。

「
従
来
の
部
落
解
放
理
論
が
部
落
の
側
か
ら
展
開
さ
れ
、
労
働
者
階

級
の
解
放
の
立
場
か
ら
部
落
解
放
を
見
る
と
い
う
視
点
の
研
究
が
乏

し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
部
落
差
別
を
封
建
遺
制
だ
と
か
、
わ
が

国
民
主
主
義
、
近
代
化
の
問
題
と
い
っ
た
視
点
を
乗
り
越
え
て
労
働

者
階
級
の
階
級
闘
争
の
視
点
か
ら
見
直
す
理
論
が
必
要
で
あ
る
。
そ

れ
は
同
時
に
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
が
企
業
別
・
本
工
組
合
で
あ

り
、
賃
金
は
年
功
序
列
型
で
あ
る
等
の
体
質
（
こ
れ
は
差
別
の
体
系

の
上
に
の
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
）
の
克
服
の
課
題

と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
」
（
大
賀
正
行
「
部
落
解
放
理
論
の
根

本
問
題
」
解
放
出
版
社
、
’
九
七
七
年
）
。

（
３
）
部
落
解
放
研
究
所
編
「
私
た
ち
の
部
落
問
題
」
部
落
解
放
研
究
所
、

’
九
七
四
年
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
同
。

（
５
）
同
。

（
６
）
同
。

（
７
）
オ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
ス
事
件
と
は
、
京
都
市
職
員
が
「
オ
ー
ル
ロ
マ

ン
ス
」
と
い
う
雑
誌
に
「
特
殊
部
落
」
と
い
う
差
別
小
説
を
け
い
さ

い
し
た
こ
と
か
ら
、
部
落
に
た
い
す
る
京
都
市
の
差
別
行
政
が
あ
か

る
み
に
出
た
事
件
。
市
長
会
見
の
席
上
、
京
都
市
の
地
図
を
ひ
ろ
げ

環
境
も
、
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
差
別
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
差
別
か
ら
生
れ
る
結
果
で
あ
り
、
差
別
の
本
質
の
現
象
形
態

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
二
元
論
的
に

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
差
別
と
貧
困
、
低
劣
な
生
活
環
境
・
市
民
的

権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
問
題
を
統
一
的
に
と
り
あ
げ
る

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
命
題
は
「
理

屈
ぬ
き
に
な
ん
で
も
差
別
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
で

あ
っ
て
不
利
益
な
問
題
が
な
ぜ
差
別
な
の
か
を
正
し
く
説
明
す
る
必

（
、
）

要
」
と
義
務
一
と
、
運
動
当
事
者
に
課
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
○
年
の
部
落
解
放
同
盟
第
一
六
回
大
会
は
、
さ
ら
に
部
落

差
別
に
つ
い
て
「
部
落
民
が
、
市
民
的
権
利
の
中
で
も
特
に
就
職
の

機
会
均
等
の
権
利
が
行
政
的
に
不
完
全
に
し
か
保
障
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
即
ち
、
部
落
民
は
差
別
に
よ
っ
て
主
要
な
生
産
関
係
か
ら
除

外
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
差
別
の
た
だ
ひ
と
つ
の
本
質

（
画
）

で
あ
る
」
と
本
質
規
定
を
お
こ
な
い
。
さ
ら
に
一
九
七
一
年
の
第
二

六
回
大
会
で
は
、
水
平
社
運
動
の
五
○
年
を
総
括
し
て
差
別
の
本
質
、

差
別
の
社
会
的
存
在
意
義
、
社
会
意
識
と
し
て
の
差
別
観
念
の
三
つ

の
命
題
を
あ
き
ら
か
に
し
、
労
働
者
階
級
と
の
結
合
の
方
向
を
打
ち

出
す
に
い
た
っ
た
。

（
１
）
従
来
「
部
落
問
題
」
に
関
す
る
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
は

す
で
に
、
す
ぐ
れ
た
多
く
の
労
作
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
原
田
伴
彦
「
被
差
別
部
落
の
歴
史
」
（
朝
日

私
は
い
ま
ま
で
、
区
別
と
差
別
の
相
違
と
い
う
抽
象
的
問
題
を
出

発
点
と
し
て
、
主
観
的
差
別
と
客
観
的
差
別
を
論
じ
、
さ
ら
に
部
落

「
消
火
栓
の
な
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
？
救
急
車
や
消
防
車
が
来
て
も

入
れ
な
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
？
長
欠
児
童
の
多
い
と
こ
ろ
は
ど
こ

か
？
」
と
い
う
よ
う
に
環
境
衛
生
の
悪
い
と
こ
ろ
に
九
を
つ
け
て
い

っ
て
、
そ
の
丸
の
重
な
っ
た
と
こ
ろ
が
ど
こ
か
と
い
う
と
、
全
部
部

落
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
権
利
を
保

障
す
る
た
め
の
最
小
限
の
行
政
的
措
置
さ
え
も
、
部
落
に
対
し
て
は

実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
露
呈
し
た
事
件
。
こ
こ
か
ら
「
新
憲
法

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
差
別
を
放
置
し
つ
づ
け
た
と
こ
ろ
の
行
政

の
差
別
性
に
対
す
る
闘
い
」
が
発
展
し
た
。

（
８
）
西
川
県
議
が
部
落
出
身
議
員
に
た
い
し
て
差
別
的
言
動
を
お
こ
な

っ
た
事
件
。

（
９
）
佐
和
慶
太
郎
「
差
別
へ
の
転
落
」
解
放
出
版
社
、
’
九
七
七
年
、

八
九
ペ
ー
ジ
。

（
、
）
部
落
解
放
研
究
所
編
「
私
た
ち
の
部
落
問
題
』
前
出
、
九
七
’
八

ペ
ー
ジ
。

（
ｕ
）
同
、
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
、
）
同
、
九
九
ペ
ー
ジ
。

（
迫
）
同
、
九
九
’
’
○
○
ペ
ー
ジ
。

二
、
差
別
社
会
と
し
て
の
資
本
主
義
社
会
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８１労働問題と ｢差別」 解
放
運
動
の
過
程
で
部
落
差
別
を
中
心
と
し
て
、
差
別
概
念
が
、

い
か
に
実
際
の
運
動
を
通
じ
て
深
化
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
か
を
簡
単

に
概
観
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と

は
、
差
別
一
般
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
主
観
的
差
別
と
客
観
的
差

別
の
一
一
種
が
存
在
す
る
こ
と
（
同
対
審
答
申
は
、
こ
れ
を
「
心
理
的

差
別
」
と
「
実
態
的
差
別
」
の
一
一
つ
に
分
類
し
、
「
心
理
的
差
別
と

は
、
人
々
の
観
念
や
意
識
の
う
ち
に
潜
在
す
る
差
別
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
言
語
や
文
字
や
行
為
を
媒
介
と
し
て
顕
在
化
す
る
」
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
「
実
態
的
差
別
と
は
、
生
活
実
態
に
具
現
さ

れ
て
い
る
差
別
」
で
あ
る
と
の
べ
て
い
ろ
）
。
そ
し
て
こ
の
実
態
的

差
別
を
さ
さ
え
る
土
台
、
そ
の
物
質
的
基
礎
は
、
経
済
的
で
あ
り
、

政
治
的
差
別
（
法
律
的
・
行
政
的
差
別
）
、
社
会
的
差
別
、
文
化
的

（
教
育
を
ふ
く
め
て
）
差
別
が
こ
れ
に
対
応
し
、
相
互
に
反
作
用

す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
客
観
的
（
実
態
的
）
差
別
構
造
の
上

に
、
社
会
的
意
識
と
し
て
の
差
別
意
識
（
体
系
化
さ
れ
た
意
識
と
し

て
の
思
想
か
ら
、
無
意
識
的
な
意
識
と
し
て
の
潜
在
意
識
や
差
別
感

と
い
っ
た
も
の
を
ふ
く
む
）
が
照
応
し
、
人
間
の
意
識
行
動
を
通
じ

て
、
実
態
的
差
別
と
し
て
外
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
生
産
手
段
の
所
有
・
非
所
有

に
よ
っ
て
わ
け
ら
れ
る
社
会
集
団
す
な
わ
ち
階
級
を
基
礎
と
す
る
社

会
Ⅱ
階
級
社
会
は
、
実
は
差
別
社
会
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
搾
取
（
生

産
手
段
の
所
有
者
に
よ
る
、
生
産
手
段
の
非
所
有
者
の
剰
余
労
働
の

（
い
け
に
え
の
仔
や
ぎ
と
し
て
し
た
て
あ
げ
ら
れ
た
特
定
集
団
）
に
集

中
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
「
分
断
し
て
支
配
せ
よ
」
と
い
う
こ
と

が
、
支
配
の
鉄
則
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー
ト
の
設
定

も
ま
た
こ
の
支
配
の
鉄
則
に
つ
ら
な
る
支
配
の
基
本
的
戦
術
の
一
つ

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
封
建
社
会
の
没
落
か
ら
生
れ
、
階
級
対
立
を
単
純
化

し
た
と
い
わ
れ
る
資
本
主
義
社
会
も
、
階
級
社
会
で
あ
る
以
上
は
、

「
分
断
し
て
支
配
せ
よ
－
と
い
う
支
配
の
鉄
則
と
「
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー

ト
」
の
設
定
と
い
う
支
配
の
戦
術
と
を
、
歴
史
的
に
先
行
す
る
社
会

か
ら
基
本
的
に
受
け
つ
い
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
資

本
主
義
社
会
の
運
動
法
則
に
関
し
て
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本

論
』
以
来
、
実
に
多
く
の
書
物
が
、
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
し
て
来
た
。

し
た
が
っ
て
、
差
別
社
会
と
し
て
の
資
本
主
義
社
会
の
構
造
的
ス
ケ

ッ
チ
を
、
今
一
更
、
こ
こ
で
く
り
か
え
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。

た
だ
し
か
し
、
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
「
資
本
の
条
件
は
賃
労

（
１
）
 

働
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
労
働
力
の
商
口
印
化
が
、
資
本
主

義
の
根
底
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
へ
資
本
と
労
働
力
と
の
交
換
に

お
い
て
、
労
働
力
の
価
格
が
「
労
働
の
価
格
」
と
し
て
現
象
し
、
必

要
労
働
と
剰
余
労
働
と
の
区
別
が
陰
蔽
さ
れ
、
す
べ
て
の
労
働
が
支

払
い
労
働
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
じ
、
搾
取
が
か
く
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
〒
方
で
は
、
資
本
主
義
は
、
商
品
生
産
（
し
た

が
っ
て
ま
た
商
品
交
換
）
が
一
般
化
し
た
社
会
で
あ
り
、
資
本
と
労

吸
収
）
と
は
、
最
も
根
源
的
な
経
済
的
差
別
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
に
通
常
、
搾
取
は
、
生
産
手
段
の
所
有

者
（
経
済
的
支
配
者
）
の
権
力
に
よ
る
経
済
外
的
収
奪
を
と
も
な
う

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
搾
取
と
収
奪
と
は
、
こ
の
特
権
を
保
持
す

る
た
め
の
生
産
手
段
の
所
有
者
の
権
力
（
Ⅱ
国
家
）
の
形
成
を
必
然

化
す
る
し
、
こ
の
権
力
は
、
生
産
手
段
の
非
所
有
者
の
反
抗
と
闘
争

を
抑
圧
す
る
た
め
の
官
僚
機
構
と
規
則
（
法
律
）
を
つ
く
り
あ
げ
、

こ
の
官
僚
機
構
を
駆
使
し
て
抑
圧
と
鎮
撫
（
行
政
の
）
機
能
を
遂
行

す
る
こ
と
を
必
然
化
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
経
済
的
・
政

治
的
に
支
配
す
る
階
級
は
、
そ
の
経
済
力
・
政
治
力
を
行
使
し
て

教
育
・
文
化
諸
機
能
を
動
員
し
、
現
存
体
制
を
讃
美
し
、
美
化
し
、

擁
護
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
創
出
す
る
。
あ
る
社
会
の
支
配

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
の
は
、
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
支
配
階
級
が
、
そ
の
経
済
力
・
政
治
力
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
駆
使
し
て
そ
の
支
配
を
維
持
す
る
際
に
、
最
も
通
常
な
方

法
と
し
て
使
用
さ
れ
る
方
策
は
、
被
支
配
階
級
の
中
に
分
裂
を
も
ち

こ
み
、
被
支
配
階
級
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
統
一
し
て
支
配
階
級
に
向
う

の
を
回
避
す
る
た
め
に
、
被
支
配
階
級
内
部
に
、
内
部
の
副
次
的
差

異
を
強
調
し
た
階
層
的
集
団
を
つ
く
り
あ
げ
、
こ
の
階
層
的
集
団
間

の
対
立
を
激
成
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
相
殺
化
を
は
か
り
、
時
に
は
、

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
は
け
口
を
政
策
的
に
、
ス
ケ
ー
プ
．
、
コ
ー
ト

働
と
の
交
換
も
、
独
立
し
た
商
品
所
有
者
の
自
由
な
交
換
と
い
う
形

式
を
と
る
。
「
法
の
も
と
で
の
平
等
」
と
い
う
思
想
は
、
自
由
な
商

品
交
換
の
法
の
世
界
へ
の
投
影
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義
の
も
と
に
お
い
て
は
、
法
の

下
で
の
平
等
、
自
由
に
し
て
独
立
せ
る
人
格
と
い
う
外
被
の
も
と

に
、
実
質
的
な
不
平
等
、
搾
取
、
差
別
が
進
行
す
る
。
資
本
主
義

が
、
歴
史
的
に
先
行
す
る
階
級
社
会
（
封
建
制
社
会
、
奴
隷
制
社
会
）

と
異
な
る
点
は
、
先
行
社
会
に
お
い
て
は
、
搾
取
の
関
係
が
、
時
間

的
・
空
間
的
に
明
白
で
あ
っ
た
こ
と
、
搾
取
に
も
と
づ
く
階
級
関
係

が
、
権
力
を
背
景
と
し
た
法
的
規
則
に
よ
っ
て
身
分
と
し
て
固
定
さ

れ
、
階
級
関
係
は
身
分
関
係
と
い
う
形
を
と
っ
て
顕
現
し
、
身
分
的

差
別
は
、
法
的
に
も
、
ま
た
社
会
意
識
に
お
い
て
も
、
当
然
の
も
の

と
し
て
肯
定
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い

て
は
、
法
の
下
の
平
等
、
自
由
、
人
格
の
独
立
と
い
う
建
前
の
も
と

に
お
い
て
、
実
質
的
な
差
別
、
不
平
等
が
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
つ
後
進
性
（
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
、
一
般
に
、
そ
れ
を
生
み
出
す
、
社
会
的
・
経
済
的
基
盤
が
消

滅
し
て
も
、
あ
る
一
定
の
期
間
存
続
す
る
）
と
、
い
ま
一
つ
は
、
資

本
主
義
が
、
そ
れ
自
身
、
搾
取
に
も
と
づ
く
階
級
社
会
で
あ
る
と
い

う
理
由
の
た
め
に
、
先
資
本
主
義
社
会
の
差
別
意
識
、
差
別
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
、
生
き
残
り
、
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
る
。
資
本
主
義
の
根

源
が
、
自
由
な
商
品
交
換
に
も
と
づ
く
資
本
と
労
働
力
の
交
換
に
依
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拠
す
る
限
り
に
お
い
て
、
自
由
・
平
等
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

こ
の
交
換
の
形
式
を
基
礎
と
し
て
生
れ
、
再
生
産
さ
れ
ろ
。
ま
た
質

本
と
労
働
力
の
交
換
の
実
質
的
内
容
が
、
実
質
的
不
平
等
で
あ
り
、

資
本
に
よ
る
労
働
者
の
剰
余
労
働
の
吸
収
で
あ
り
、
搾
取
で
あ
る
限

り
に
お
い
て
、
こ
の
交
換
の
不
平
等
な
実
質
的
内
容
を
基
礎
と
し

て
、
差
別
の
意
識
、
差
別
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
ま
た
生
産
さ
れ
、
再
生

産
さ
れ
る
。
資
本
主
義
に
先
行
す
る
社
会
、
と
く
に
封
建
制
社
会
の

差
別
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
執
勤
に
生
き

残
る
理
由
と
し
て
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
後
進
性
」
の
み
を
指
摘
す

る
遅
論
が
、
｜
面
的
で
あ
る
の
は
、
こ
こ
か
ら
明
白
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
あ
た
か
も
、
自
由
・
平
等
の

み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
す
理
論
が
、
一
面
的
な
の
と
同
様
で

あ
る
。
資
本
主
義
は
、
自
由
・
平
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
も
に
、

同
時
に
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
生
産
・
再
生
産
す
る
の
で
あ
る
。

自
由
・
平
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
資
本
主
義
社
会
に
、
そ
の
経
済

的
基
盤
を
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
、

同
様
に
、
資
本
主
義
社
会
に
そ
の
経
済
的
基
盤
を
有
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
資
本
主
義
が
、
論
理
的
に
は
相
反
す
る
一
一
つ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
併
存
し
て
、
同
時
に
生
み
出
す
と
す
れ
ば
、
両

者
は
、
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
相
互
に
作
用
し
、
制
約
し
あ
う
こ
と

も
当
然
さ
け
ら
れ
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
自
由

・
平
等
の
概
念
が
、
形
式
的
な
自
由
・
平
等
の
概
念
に
と
ど
ま
つ

も
ち
ろ
ん
、
資
本
主
義
一
般
は
、
抽
象
的
に
存
在
し
て
も
、
具
体

的
に
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
、
自
然
的
・
地
理
的
環
境
を

異
に
し
、
資
本
主
義
へ
の
発
展
の
時
期
を
異
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
の
先
行
段
階
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
受
け
つ
い
だ
具
体
的
な
資

本
主
義
で
あ
り
、
そ
の
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
特
性

に
お
い
て
、
い
か
に
相
違
し
よ
う
と
も
、
資
本
主
義
が
、
さ
き
に
の

べ
た
よ
う
に
差
別
の
社
会
で
あ
り
、
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
生

産
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ち
が
う
の
は
、
そ
の
地
理
的
・

歴
史
的
特
性
に
応
じ
た
差
別
の
具
体
的
形
態
、
そ
の
具
体
的
な
存
在

様
式
で
あ
り
、
そ
の
社
会
の
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー
ト
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
特
定
社
会
集
団
の
具
体
的
な
存
在
形
態
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
社

会
科
学
の
方
法
論
に
関
す
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
あ
り
、
こ
と
新
し
い
も
の
で

は
な
い
。
わ
が
国
の
部
落
差
別
の
特
性
を
、
労
働
問
題
の
視
角
か
ら

検
討
し
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
い
わ
ば
序
論
的
部
分
に
相
当

す
る
部
分
で
、
こ
と
さ
ら
、
私
が
社
会
科
学
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
展
開
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
多
く
の
人
達
が
、
部
落
問
題
に
接
す

る
場
合
に
、
私
が
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
社
会
科
学
の
初
歩
的
命
題

を
不
思
議
と
欠
落
さ
せ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
く
に
最
近
に

お
い
て
は
、
一
部
の
集
団
に
よ
っ
て
、
こ
の
初
歩
的
命
題
が
意
識
的

に
ゆ
が
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
の
べ
ら
れ
た
一
般
的
欠

落
現
象
が
顕
著
に
な
り
は
じ
め
た
。

Ｉ 

JJl （
２
）
 

て
、
決
し
て
、
真
の
自
｛
山
・
平
等
を
意
味
す
る
階
級
の
廃
絶
に
ま
で

い
た
ら
な
い
の
も
、
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
互

規
制
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
資
本
主
義
の
根
幹
が
、
自

由
な
商
品
交
換
の
形
式
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
る
搾
取
（
Ⅱ
経
済
的
木

（
３
）
 

平
等
・
差
別
）
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
資

本
主
義
社
会
の
公
認
の
形
式
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
由
・
平
等
で
あ

り
（
そ
れ
が
公
認
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
の
は
、
搾
取
・
差
別
を
陰

蔽
す
る
か
ら
で
あ
る
）
、
非
公
認
の
し
か
し
実
質
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
差
別
で
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
。
そ
し
て
、
資
本
主
義
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
両
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
た
く
み
に

つ
か
い
わ
け
て
き
た
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
初
期

の
時
代
、
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
ま
だ
歴
史
の
進
歩
を
代

表
し
た
時
代
に
お
い
て
は
、
反
封
建
制
の
旗
印
と
し
て
自
由
・
平
等

の
概
念
を
強
調
し
た
。
し
か
し
帝
国
主
義
段
階
に
突
入
す
る
と
、
自

界
・
平
等
の
旗
印
の
下
に
、
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
駆
使
し
て
、

自
国
労
働
者
・
農
民
を
植
民
地
の
民
族
独
立
運
動
に
け
し
か
け
、
ま

た
国
内
に
お
い
て
も
労
働
者
の
不
満
を
そ
ら
す
た
め
に
、
ス
ヶ
ー
プ

・
ゴ
ー
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
一
部
人
間
集
団
（
そ
れ
自
身
差

別
の
体
現
物
で
あ
る
が
）
に
、
差
別
意
識
に
よ
る
憎
悪
を
か
き
た
て

（
４
）
 

あ
る
種
の
大
衆
行
動
を
組
織
し
て
き
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
迫
一
吉
、
ァ

（
５
）
 

イ
ル
ラ
ン
ド
人
問
題
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
差
別
問
題
等
は
こ

れ
ら
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

わ
が
国
の
部
落
差
別
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
歴
史
的
由
来
が
、

封
建
的
身
分
的
差
別
を
近
代
資
本
主
義
の
中
に
も
ち
こ
み
、
資
本
主

義
的
諸
条
件
の
も
と
で
再
編
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
部

落
差
別
は
、
日
本
資
本
主
義
が
、
資
本
主
義
と
し
て
不
断
に
再
生
産

し
て
い
る
差
別
意
識
に
広
汎
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
部
落

差
別
に
た
い
す
る
反
対
運
動
は
、
資
本
主
義
が
不
断
に
生
み
出
し
て

い
る
社
会
的
な
差
別
意
識
に
た
い
す
る
闘
争
、
こ
の
差
別
意
識
を
生

み
出
し
て
い
る
根
源
と
し
て
の
資
本
主
義
生
産
そ
の
も
の
に
対
す
る

闘
争
な
し
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
誤
解
を

さ
け
る
た
め
に
一
一
一
一
三
ｇ
ろ
と
、
こ
う
い
え
ば
と
て
、
私
は
、
部
落
差

別
を
資
本
主
義
的
差
別
の
中
に
解
消
し
、
解
放
運
動
を
労
働
者
の
階

級
運
動
の
中
に
解
消
し
よ
う
と
し
た
戦
前
の
「
水
平
社
解
消
論
」
の

轍
を
ふ
も
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

る
ま
い
。
部
落
差
別
は
、
部
落
差
別
と
し
て
、
そ
の
特
性
を
み
と
め

つ
つ
、
そ
れ
が
、
資
本
主
義
の
生
み
出
す
広
汎
な
社
会
的
差
別
意
識

に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
解
放

同
盟
の
第
一
六
回
大
会
が
、
部
落
差
別
の
社
会
的
存
在
意
義
に
つ
い

て
「
部
落
民
に
た
い
す
る
社
会
意
識
と
し
て
の
差
別
観
念
は
、
そ
の

差
別
の
本
質
に
照
応
し
て
、
日
常
生
活
の
中
で
、
伝
統
の
力
と
教
育

に
よ
っ
て
、
自
己
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
客

観
的
に
は
空
気
を
吸
う
よ
う
に
労
働
者
お
よ
び
一
般
勤
労
人
民
の
意

識
の
中
に
入
り
こ
ん
で
い
る
」
と
規
定
し
た
の
も
、
部
落
差
別
が
、

！ 
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日
本
資
本
主
義
の
全
体
に
よ
っ
て
不
断
に
再
生
産
さ
れ
て
い
る
差
別

意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
部

落
の
解
放
な
く
し
て
、
労
働
者
階
級
の
解
放
は
な
く
、
ま
た
労
働
者

の
解
放
は
な
く
、
ま
た
労
働
者
の
解
放
な
く
し
て
、
部
落
の
解
放
も

あ
り
え
な
い
」
と
い
わ
れ
る
の
も
、
部
落
差
別
な
ら
び
に
部
落
へ
の

差
別
意
識
が
、
資
本
主
義
自
身
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
社
会
の
広

汎
な
差
別
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
主
体
的
視
角

か
ら
表
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
見
る
と
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
部
落
問

題
の
も
つ
意
義
も
ま
た
明
白
に
な
る
筈
で
あ
る
。

現
在
の
わ
が
国
の
部
落
問
題
は
「
六
○
○
○
部
落
一
一
一
○
○
万
人
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
三
○
○
万
人
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、

同
時
に
、
日
本
資
本
主
義
全
体
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
部
落
問

題
を
い
か
に
見
る
か
は
、
即
、
日
本
資
本
主
義
を
ど
う
見
る
か
と
い

う
問
題
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
部
落
問
題
を
、
日
本
資
本
主
義

に
お
け
る
単
な
る
封
建
遺
制
、
そ
の
残
津
と
見
る
見
解
は
、
部
落
を
日

本
資
本
主
義
の
全
構
造
か
ら
き
り
は
な
し
、
日
本
資
本
主
義
、
ひ
い

て
は
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
搾
取
を
基
礎
に
す
る
社
会
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
ま
た
差
別
の
社
会
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
部
落
問
題
こ

そ
睦
日
本
資
本
主
義
の
差
別
性
の
結
晶
点
で
あ
り
、
広
汎
な
差
別

の
体
系
の
頂
点
で
あ
る
こ
と
を
見
失
う
見
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
は
、
部
落
問
題
は
、
日
本
資
本
主
義
に
た
い
す
る

（
２
）
真
の
自
由
・
平
等
と
は
階
級
の
廃
絶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
、
レ
ー
ニ
ン
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
民
族
の
平
等
を
も

ふ
く
め
て
、
平
等
一
般
の
問
題
を
抽
象
的
あ
る
い
は
形
式
的
に
提
起

す
る
こ
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
本
性
か
ら
し
て
、
そ
れ
に

固
有
の
も
の
で
あ
る
。
｜
般
に
人
間
の
人
格
は
平
等
で
あ
る
と
い
う

口
実
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
は
、
持
て
る
も
の
と
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
、
搾
取
さ
れ
る
も
の
と
の
形
式
的
あ
る
い
は
法
律
的
な
平
等
を
宣

言
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
被
抑
圧
階
級
を
ひ
ど
く
だ
ま
し
て
い
る
。

そ
れ
自
身
、
商
品
生
産
関
係
の
反
映
で
あ
る
平
等
の
思
想
を
、
プ
ル

ジ
ョ
ア
ー
は
、
人
間
の
人
格
は
絶
対
に
平
等
で
あ
る
と
い
う
口
実

で
、
階
級
の
廃
絶
に
反
対
す
る
闘
争
の
道
具
に
か
え
て
い
る
。
平
等

の
要
求
の
本
当
の
意
味
は
、
た
だ
階
級
の
廃
絶
を
要
求
す
る
こ
と
に

あ
る
」
レ
ー
ニ
ン
「
民
族
問
題
と
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ

原
案
」
、
レ
ー
ニ
ン
全
集
、
邦
訳
、
大
月
版
、
一
一
｜
｜
巻
、
一
一
一
一
六
ペ

ー
ジ
。

（
３
）
資
本
主
義
の
根
源
が
、
労
働
力
の
商
品
化
で
←
の
る
こ
と
。
そ
し
て
、

労
働
力
商
品
の
売
買
の
形
式
（
自
由
な
独
立
せ
る
人
狢
に
よ
る
商
品

の
交
換
）
よ
り
、
自
由
、
平
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
生
ま
れ
、
労
働

力
商
品
の
売
買
の
内
容
（
資
本
に
よ
る
剰
余
労
働
の
吸
収
Ⅱ
搾
取
、

経
済
的
不
平
等
）
か
ら
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
ま
た
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
。
両
者
は
矛
盾
し
な
が
ら
も
、
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
相
互

に
牽
制
し
あ
う
と
い
う
こ
こ
で
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
け
だ
し
、

自
由
・
平
等
と
い
う
問
題
は
、
当
然
、
そ
れ
を
保
障
す
る
政
治
制
度

と
し
て
の
民
主
主
義
の
問
題
を
鋭
く
提
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

階
級
的
視
点
の
試
金
石
と
も
い
え
る
。
部
落
問
題
に
対
し
て
、
誤
れ

る
視
角
を
も
つ
も
の
は
、
日
本
資
本
主
義
論
に
お
い
て
も
必
ず
誤
る

し
、
逆
に
、
日
本
資
本
主
義
に
対
し
て
、
誤
っ
た
階
級
的
視
点
を
も

つ
者
は
、
部
落
問
題
に
つ
い
て
も
必
ず
誤
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
同
対
審
答
申
の
評
価
論
争
（
’
九
六
五
’
六
九
年
）
を
起
点
と

し
て
、
矢
田
教
育
差
別
事
件
、
窓
口
｜
本
化
問
題
を
経
過
し
つ
つ
、

部
落
問
題
に
お
い
て
誤
っ
た
視
点
に
立
っ
た
集
団
が
、
日
本
資
本
主

義
に
た
い
す
る
総
路
線
に
お
い
て
も
、
正
し
い
階
級
路
線
か
ら
逸
脱

し
た
事
情
に
よ
っ
て
、
事
実
を
通
じ
て
明
白
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

で
は
、
部
落
問
題
が
、
そ
し
て
部
落
へ
の
差
別
意
識
が
、
資
本
主

義
が
必
然
的
に
生
み
出
す
広
汎
な
社
会
的
差
別
意
識
に
さ
さ
え
ら
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
日
本
資
本
主
義
の
構
造
の
中
に
、
部

落
が
い
か
に
く
み
い
れ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ

は
さ
ら
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
こ
と
は
、
最
初
に
私

が
提
起
し
た
部
落
問
題
へ
の
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
遂
行
す
る
と
い

う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
紙
数
の
関
係
上
、
こ
の
構
造

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
と
く
に
、
労
働
問
題
と
い
う
限
定
し
た
視
角
か

ら
遂
行
し
、
別
な
諸
制
度
と
の
関
連
の
究
明
は
、
ま
た
別
の
機
会
に

ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
共
産
党
官
一
一
一
一
一
こ
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン

ゲ
ル
ス
選
集
、
一
一
、
下
、
大
月
版
五
○
三
ペ
ー
ジ
。

て
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
、
「
民
主
主
義
と
は
人
民
の
支
配
で

あ
る
」
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
完
全
な
首
尾
一
貫
し
た
民

主
主
義
と
は
、
人
民
の
権
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
資
本

主
義
が
、
｜
方
に
お
い
て
は
、
自
由
・
平
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生

み
出
し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
み
出
す

と
す
れ
ば
、
人
民
は
、
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
生
産
の
こ
の
矛

盾
を
と
り
あ
げ
、
自
由
・
平
等
の
公
認
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
逆
手
に
と

っ
て
、
民
主
主
義
の
徹
底
を
要
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま

た
そ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
運
動

は
、
形
式
的
な
民
主
主
義
か
ら
実
質
的
な
民
主
主
義
へ
の
転
化
を
促

進
す
る
運
動
と
も
い
え
る
。
と
く
に
、
こ
の
民
主
主
義
的
な
運
動
は
、

帝
国
主
義
の
時
代
、
資
本
主
義
的
社
会
構
成
の
没
落
の
時
代
に
お
い

て
、
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
く
る
。
け
だ
し
、
｜
部
巨
大
独
占
体
の

利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
単
に
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
広
汎
な
勤

労
者
・
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
各
層
と
の
利
害
の
対
立
を
ひ
き
お
こ
す
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義
の
独
占
段
階
に
お
い
て
は
、
資

本
は
、
ま
す
ま
す
、
民
主
主
義
を
形
骸
化
し
、
差
別
を
強
化
す
る
。

「
政
治
的
反
動
は
、
帝
国
主
義
の
一
特
徴
で
あ
る
」
（
レ
ー
ニ
ン
「
社

会
主
義
の
分
裂
と
帝
国
主
義
」
）
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国
主
義
の
段
階
に
お
い
て
は
、
民

主
主
義
の
た
め
の
闘
争
は
、
そ
れ
が
徹
底
化
す
れ
ば
す
る
程
、
反
独

占
闘
争
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
民
主
主
義
の
た
め
の
闘
争
は
、
そ
れ
自
体
、
社
会
主
義
の
た

め
の
闘
争
で
は
な
い
が
、
そ
の
反
独
占
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
社
会
主
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義
の
た
め
の
闘
争
と
結
合
し
、
そ
れ
を
強
化
し
、
そ
の
成
功
を
準
備

す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
闘
争
の
一
定
の
段
階
に

お
い
て
、
形
式
的
平
等
か
ら
実
質
的
平
等
へ
の
闘
争
と
変
化
し
た
時

に
、
社
会
主
義
の
た
め
の
闘
争
と
合
一
し
う
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
、
最
も
体
系
的
・
煽
情
的
に
展
開
し
た
の
は
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
「
マ
イ
ン
・
カ
ン
プ
（
わ
が
闘
争
）
」
の
第
一
○
章
、

第
一
一
章
で
あ
っ
た
。
’
九
一
一
一
五
年
九
月
一
五
日
の
一
一
ニ
ー
ル
ン
ベ

ル
ク
憲
章
は
一
切
の
政
治
的
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す

る
人
種
的
差
別
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
一
九
一
一
一
八
年
の
い
わ
ゆ
る

「
水
晶
の
夜
」
（
二
月
九
’
’
○
日
）
を
も
っ
て
は
じ
ま
っ
た
ユ
ダ

ヤ
人
迫
害
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
の
「
第
三
帝
国
」
は
「
’
○
｜
の
ユ
ダ

ヤ
教
会
が
焼
か
れ
、
七
六
の
教
会
が
破
壊
さ
れ
、
七
、
五
○
○
の
店

が
壊
滅
さ
せ
ら
れ
た
」
こ
と
を
す
で
に
一
一
月
一
二
日
の
会
議
で
誇

ら
し
げ
に
報
告
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
デ
マ
と
偏

見
に
も
と
づ
く
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
総
括
は
「
ナ
チ
ス
占
領
国
の
す
べ

て
か
ら
送
り
こ
ま
れ
た
四
○
○
万
人
の
、
中
央
収
容
所
ア
ウ
シ
ニ
ヴ

ィ
ッ
シ
Ⅱ
ピ
ル
ケ
ナ
ウ
に
お
け
る
虐
殺
」
で
あ
っ
た
（
シ
ロ
の
Ｃ
｝
量
冒
》

こ
ぢ
ｌ
息
》
○
昌
二
①
’
因
○
・
一
【
（
胃
○
二
ｍ
｝
〕
こ
の
三
二
の
①
ロ
日
》
己
・
巴
・
）
。
一

九
七
七
年
五
月
九
日
ア
ウ
シ
ニ
ヴ
ィ
ッ
シ
Ⅲ
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
（
後
か
ら

つ
く
ら
れ
た
ピ
ル
ケ
ナ
ウ
の
収
容
所
の
方
が
ア
ウ
シ
ニ
ヴ
ィ
シ
シ
の

収
容
所
よ
り
も
は
る
か
に
巨
大
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
そ
ば
に
あ

る
関
係
上
、
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
の
収
容
所
も
、
ア
ウ
シ
ニ
ヴ
ィ
シ
シ
の
名

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
正
確
に
は
、
ア
ウ
シ
ニ
ヴ
ィ
ッ
シ
Ⅱ

ピ
ル
ケ
ナ
ウ
収
容
所
と
よ
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
の
収
容
所
を
訪
れ

・
露
・
伊
・
西
の
各
国
語
の
案
内
書
及
び
歴
史
書
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
日
本
語
の
案
内
書
が
な
い
の
は
、
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、

ド
イ
ツ
語
の
書
物
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
理
由
は
分
ら
な
い
。
し
か

し
、
私
に
は
、
そ
れ
が
、
第
二
次
大
戦
中
に
わ
ず
か
三
○
○
○
万
人

の
人
口
の
う
ち
、
六
○
○
万
人
を
失
っ
た
ば
か
り
か
、
四
○
○
万
人

の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
収
容
所
を
自
国
内
に
も

つ
と
い
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
屈
折
し
た
心
理
の
あ
ら
わ
れ
の
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
５
）
黒
人
差
別
問
題
に
関
し
て
、
大
賀
正
行
氏
が
、
区
別
と
差
別
、
区

別
の
差
別
へ
の
転
化
に
関
し
て
、
私
よ
り
は
る
か
に
的
確
に
定
式
化

し
て
い
る
の
で
、
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
パ
ー
ロ
は
、
人
種
差
別
政

策
が
資
本
家
に
保
障
し
て
い
る
信
じ
ら
れ
な
い
程
の
利
潤
と
、
人
種

差
別
制
度
の
影
響
で
す
べ
て
の
勤
労
者
層
の
家
計
が
こ
う
む
る
巨
額

の
損
出
を
計
算
し
て
い
る
。
ビ
ク
タ
ー
・
パ
ー
ロ
は
、
ほ
と
ん
ど
五

○
○
○
万
人
に
の
ぼ
る
有
色
人
種
の
超
過
搾
取
の
結
果
、
私
的
資
本

が
手
に
い
れ
て
い
る
利
潤
額
は
一
一
三
○
億
ド
ル
に
達
し
て
い
る
と
の

結
論
に
達
し
て
い
る
。
一
九
七
二
年
、
こ
の
利
潤
額
は
、
ア
メ
リ
カ

の
民
間
企
業
の
利
潤
総
額
の
一
三
％
で
あ
っ
た
」
「
マ
ル
ク
ス
が
そ

の
箸
、
「
賃
労
働
と
資
本
」
に
お
い
て
八
黒
人
は
黒
人
で
あ
る
。
だ

が
し
か
し
一
定
の
諸
関
係
の
も
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
彼
は
奴
隷

と
な
る
Ｖ
と
教
え
て
い
る
よ
う
に
」
「
黒
人
を
奴
隷
に
し
た
の
は
、

こ
の
八
一
定
の
諸
関
係
Ｖ
な
の
で
あ
る
。
黒
人
奴
隷
の
八
奴
隷
性
Ｖ

は
彼
の
皮
ふ
の
黒
色
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
黒
人
の
奴
隷

制
度
が
長
く
続
く
と
黒
人
の
意
識
を
ふ
く
め
て
、
人
び
と
は
八
奴
隷

Ｉ 

た
私
は
、
鉄
条
網
と
看
視
塔
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
内
と
外
の
世
界

と
の
対
比
に
ま
ず
一
驚
を
喫
し
た
。
ク
ラ
コ
ウ
か
ら
ア
ウ
シ
ニ
ヴ
ィ

シ
シ
に
い
た
る
道
は
、
二
抱
え
か
ら
一
一
一
抱
え
も
あ
る
マ
ロ
ニ
エ
の
古

木
の
並
木
道
で
あ
り
菜
の
花
と
麦
畑
の
中
に
古
城
が
点
在
し
、
世
界

で
最
も
美
し
い
と
い
わ
れ
る
ロ
ン
ド
ン
郊
外
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ

美
し
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
美
し
い
環
境
の
内
側
で
、
世
界
史
上
比
類

な
き
虐
殺
が
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ル
ケ
ナ
ウ
の
収
容
所
に
は

五
つ
の
巨
大
な
焼
却
炉
を
も
つ
ク
レ
マ
ト
リ
ニ
ー
ム
が
五
月
の
陽
光

の
下
に
残
骸
を
見
せ
、
焼
却
し
た
人
骨
を
投
げ
こ
ん
だ
と
い
う
池
に

は
名
も
し
れ
ぬ
紫
色
の
花
が
さ
き
こ
ぼ
れ
、
周
り
の
砂
地
に
は
、
人

骨
の
細
片
が
今
も
な
お
、
散
在
し
て
い
た
。
私
を
案
内
し
て
く
れ
た

男
は
、
「
こ
れ
は
皆
骨
で
す
よ
」
と
砂
の
中
か
ら
、
す
ぐ
に
人
骨
の

紙
片
を
数
個
え
ら
び
出
し
て
渡
し
て
く
れ
た
。
収
容
所
の
入
口
か
ら

ク
レ
マ
ト
リ
ュ
ー
ム
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
か
ら
送
り
こ
ん
で

き
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
運
び
い
れ
た
鉄
道
線
路
の
跡
が
、
そ
の
ま
ま
残
さ

れ
、
ク
レ
マ
ト
リ
ュ
ー
ム
か
ら
入
口
ま
で
は
、
春
霞
に
か
す
ん
で
見

え
る
位
の
広
さ
で
あ
っ
た
。
骨
を
手
渡
さ
れ
た
私
は
、
そ
の
時
、
周

囲
が
急
に
白
ツ
ポ
ク
な
る
の
を
覚
え
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本

人
も
ま
た
三
国
同
盟
の
一
員
と
し
て
、
ナ
チ
ス
の
共
犯
者
で
あ
り
、

か
つ
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
、
同
じ
よ
う
な
愚
行
を
く
り
か

え
し
た
国
民
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
に
類
す
る
差
別
と
デ
マ
が
、
い
ま
も
部

落
や
在
日
朝
鮮
人
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
か

ら
で
も
あ
る
。
ア
ウ
シ
ニ
ヴ
ィ
シ
シ
の
書
籍
販
売
所
に
は
、
英
・
仏

性
Ｖ
の
原
因
が
皮
ふ
の
八
黒
色
Ｖ
に
あ
る
と
思
い
こ
み
、
ま
た
支
配

者
は
そ
の
よ
う
に
信
じ
こ
ま
せ
る
。
女
性
差
別
も
全
く
同
じ
で
あ

る
。
Ａ
ｌ
定
の
諸
関
係
Ｖ
の
も
と
に
お
い
て
女
は
差
別
さ
れ
る
性
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
八
奴
隷
性
Ｖ
や
人
差
別
Ｖ
は
自
然
的
な
性
質
で

は
な
く
、
そ
れ
は
社
会
的
・
歴
史
的
・
階
級
的
（
身
分
的
）
な
規
定

で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
、
皮
ふ
が
黒
色
で
あ
る
と
か
女
と
か
い
う
性

即
ち
自
然
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
永
遠
に
黒
人
解
放

も
女
性
解
放
も
な
い
宿
命
論
に
お
ち
い
り
、
神
の
救
い
し
か
方
法
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
Ａ
ｌ
定
の
諸
関
係
Ｖ
と
い
う
社
会
的
規
定
を
正
し

く
と
ら
え
て
、
は
じ
め
て
現
実
に
お
け
る
解
放
が
可
能
と
な
る
。
八
区

別
Ｖ
を
八
差
別
Ｖ
に
転
化
し
た
こ
の
Ａ
ｌ
定
の
諸
関
係
Ｖ
（
社
会

的
な
諸
関
係
）
が
何
で
あ
る
か
を
究
明
し
、
い
か
に
す
れ
ば
粉
砕
で

き
る
か
と
い
う
方
法
を
見
出
し
、
闘
う
こ
と
に
よ
り
打
破
す
る
な
ら

ば
、
解
放
を
実
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
八
一

定
の
諸
関
係
Ｖ
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
生
産
手
段
の
私
的
所
有

に
も
と
づ
く
搾
取
関
係
で
あ
り
階
級
関
係
で
あ
り
、
差
別
的
抑
圧
的

支
配
で
あ
り
、
そ
の
一
切
の
上
部
構
造
で
あ
る
。
ま
さ
に
八
差
別
Ｖ

は
八
私
的
所
有
の
属
性
Ｖ
で
あ
り
八
搾
取
の
観
念
形
態
Ｖ
で
あ
る
。

八
差
別
Ｖ
の
本
質
は
搾
取
で
あ
り
、
そ
の
手
段
・
道
具
で
あ
り
、
階

級
関
係
を
陰
ぺ
い
す
る
分
裂
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
を
分

断
支
配
し
、
超
過
利
潤
を
資
本
に
も
た
ら
し
、
低
賃
金
の
し
ず
め
石

と
な
る
。
搾
取
関
係
（
制
度
）
の
一
掃
な
く
し
て
、
真
に
八
差
別
Ｖ

か
ら
の
解
放
は
あ
り
え
な
い
」
。
大
賀
正
行
「
部
落
解
放
理
論
の
根

本
問
題
」
解
放
出
版
社
、
’
九
七
七
年
、
’
’
八
一
１
二
八
一
一
ペ
ー
ジ
。

二
七
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
一
一
七
九
’
一
一
八
○
ペ
ー
ジ
。



８９労働問題と「差別」

8８ ツ
ク
、
’
九
七
四
年
の
狂
乱
物
価
、
’
九
七
五

年
の
不
況
の
深
刻
化
ハ
興
人
倒
産
Ｖ
、
’
九
七

六
年
の
不
況
継
続
と
い
わ
ゆ
る
好
況
か
ら
不
況

へ
の
推
移
を
ふ
く
む
ゆ
え
に
、
と
く
に
貴
重
で

あ
る
）
。
以
下
、
私
は
、
こ
の
二
つ
の
調
査
を
手
幻

が
か
り
と
し
て
部
落
の
労
働
実
態
を
さ
ぐ
る
嵐

こ
と
と
す
る
。

構業就
〔
分
折
〕

の落

第
一
表
「
部
落
の
就
業
構
造
」
（
Ａ
）
は
、
部
部

落
に
お
け
る
雇
用
者
（
Ⅱ
労
働
者
）
の
比
率
（
七
表
１
 

○
・
一
一
％
）
が
全
国
平
均
（
六
七
・
六
一
一
％
）
第

自
営
業
者
を
「
事
実
上
の
賃
労
働
者
と
み
な
し
て
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
「
部
落
Ⅱ
」
は
さ
ら
に
、
こ
れ
に
二
人
規
模
の
家
族
従

業
者
を
事
実
上
の
労
働
者
と
し
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
算
出
す
る
と
、
部
落
の
就
業
者
中
に
占
め
る
労
働
者
の
比
率
は
八

五
％
に
上
昇
す
る
。

第
三
表
「
部
落
に
お
け
る
不
就
労
者
」
が
表
示
す
る
部
落
（
１
）
、

部
落
（
Ⅱ
）
、
部
落
（
Ⅲ
）
の
算
出
方
法
は
、
表
に
付
し
た
注
に
お
い

○
・
一
一
％
）
が
全
国
平
均
（
六
七
・
六
二
％
）

よ
り
も
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
表

「
部
落
の
就
業
構
造
」
（
Ｂ
）
の
部
落
工
は
、

非
農
林
自
営
業
者
の
う
ち
、
一
人
二
人
規
模
の

｜
、
部
落
の
就
業
構
造

周
知
の
よ
う
に
、
部
落
の
労
働
実
態
調
査
は
極
め
て
少
い
。
そ
れ

は
、
一
つ
は
、
対
象
地
区
選
定
が
、
部
落
民
自
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
区
が
未
解
放
部
落
で
あ
る
か
否
か
を
決

定
す
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
部
落
民
自
身
で
あ
る
。
外
部
か

ら
特
定
地
区
を
勝
手
に
部
落
と
認
定
す
る
こ
と
は
、
差
別
に
つ
な
が

（
１
）
 

る
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
地
区
が
決
定
し
、
部
落
の
協
力

が
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
調
査
に
は
、
な
お
二
つ
の
壁
（
部
落
住
民

に
お
け
る
ナ
イ
ー
ブ
さ
と
同
居
す
る
無
知
、
社
会
科
学
上
に
お
け
る

部
落
を
き
り
す
て
た
概
念
の
体
系
）
（
私
は
こ
れ
を
前
出
小
稿
「
部

落
労
働
者
の
実
態
」
『
部
落
解
放
研
究
」
第
六
号
、
八
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
指
摘
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
、
説
明
を
く
り
か
え
さ

な
い
）
が
存
在
す
る
。
こ
れ
の
壁
を
の
り
こ
え
て
実
施
さ
れ
た
数
少

な
い
調
査
の
一
つ
と
し
て
は
、
ま
ず
、
一
九
七
二
年
一
一
一
月
か
ら
一
一
一

ヵ
年
に
亘
っ
て
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
が
実
施
し
、
部
落
解
放

研
究
所
が
集
計
し
た
『
大
阪
府
同
和
地
区
労
働
実
態
調
査
結
果
』
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
調
査
は
、
大
阪
府
下
一
八
市
一
一
町
一
村
の
四
一
一
一
地
区
、
一
六
、

一
一
一
、
部
落
の
労
働
実
態

国全落部

3,451(万人)'6762％

,４６ぃ)'三百三'二

１２％ 

産
一
角
ロ
曙

ロ
ー
】
三
一
二
戸 i6０１２０．３％ 

二二－１芸芸
9-5％ て
示
し
た
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
一
九
七
二
’
七
一
一
一
年
の
好
況
期
に

お
い
て
、
部
落
が
一
五
歳
以
上
の
総
人
口
の
中
、
二
五
・
九
％
と
い

う
高
率
の
失
業
者
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
期
に
お
い

て
、
全
国
及
び
大
阪
府
の
失
業
者
は
、
一
五
歳
以
上
の
総
人
口
の
そ

れ
ぞ
れ
○
・
九
％
、
一
・
○
％
に
す
ぎ
な
い
。
第
四
表
「
部
落
に
お

け
る
失
業
・
半
失
業
者
」
は
、
表
三
を
さ
ら
に
加
工
し
た
、
も
の
で
あ

る
。
加
工
算
出
の
方
法
は
、
第
四
表
に
付
し
た
注
に
お
い
て
示
し

二
四
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
最

も
包
括
的
な
労
働
実
態
調
査
と
い
え
よ
う
（
佐
和
慶
太
郎
「
差
別
へ

の
転
落
」
八
解
放
出
版
社
、
’
九
七
七
Ｖ
は
、
こ
の
調
査
を
「
近
年

の
調
査
の
な
か
で
、
そ
の
精
密
さ
に
お
い
て
群
を
抜
い
て
い
る
と
思

わ
れ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
）
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
、
こ
の
調
査

を
「
調
査
結
果
』
と
略
称
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
調
査
結
果
』

は
、
｜
つ
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
賃
金
形
態
、
賞
与
に

関
す
る
詳
細
な
調
査
を
実
施
し
な
が
ら
、
賃
金
水
準
に
関
す
る
調
査

を
欠
落
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
欠
陥
を
補
足
す
る
た
め
に
、
今
度
は
対
象
を
府
下
五
支
部
に

絞
り
、
’
九
七
六
・
七
七
年
に
わ
た
っ
て
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府

連
が
実
施
し
、
部
落
解
放
研
究
所
労
働
部
会
が
集
計
し
た
「
部
落
の

労
働
実
態
」
二
九
七
七
年
八
月
）
が
現
わ
れ
た
。
私
は
こ
れ
を
『
七

七
年
調
査
』
と
よ
ぶ
こ
と
と
す
る
。
な
お
『
七
七
年
調
査
』
の
対
象

と
な
っ
た
五
支
部
は
、
前
出
拙
稿
「
部
落
労
働
者
の
実
態
」
に
お
い

て
、
大
阪
市
東
淀
川
区
Ｋ
Ａ
、
西
成
区
Ｎ
Ｂ
、
茨
木
市
Ｄ
Ａ
、
八
尾

市
Ｙ
Ｂ
、
泉
佐
野
市
Ｋ
Ｇ
と
表
示
し
た
支
部
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

五
支
部
は
、
従
っ
て
、
『
調
査
結
果
』
時
の
調
査
（
’
九
七
二
年
Ｉ

三
年
）
と
「
七
七
年
調
査
』
と
の
一
一
度
に
わ
た
っ
て
調
査
の
対
象
に

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
七
七
年
調
査
』
は
、
’
九
七

二
年
と
一
九
七
七
年
の
間
の
五
年
間
の
推
移
を
知
る
た
め
に
、
貴
重

な
調
査
と
も
い
え
る
（
そ
の
間
に
、
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
・
シ
ョ

００％ 

注１）全国の就業者数は総理府統計局「労働力調査」

の1972年の数字。

２）部落の就業者数は「調査結果」（第３冊、８ペ

ージ。

表部落の就業構造(Ｂ）第２

部落Ⅱ部落I

篝
19,508(人）16,114(人)’70.2％ ]目

1,267(〃）4,661(”)’20.3％ 

秘
一
況
一
膠三 2,178(〃）

９
｜
犯

22,953(”)'100.0％ｉ22,953(〃）計

注１）「調査結果」第23冊８ページ、同、第２冊32ペ

ージより作製。
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第４表部落における失業・半失業者

示
し
て
い
る
。
’
九
七
八
年
四
月
二
八
日
各
紙
の
夕
刊
は
、
同
日
総

理
府
統
計
局
の
発
表
を
大
々
的
に
報
じ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
全
国
の

完
全
失
業
者
は
一
四
一
万
人
に
達
し
、
’
九
五
六
年
（
昭
一
一
二
）
一
一
一

月
の
一
四
八
万
人
、
一
九
五
九
年
（
昭
一
一
一
四
）
三
月
の
一
四
六
万

人
に
つ
ぐ
史
上
三
番
目
の
数
字
で
あ
り
、
完
全
失
業
率
は
季
節
修
正

第３表部落における不就労者の位置

芙鵠就業者’
15歳以上人口

麦業菫|非労働力
働労 力

半失業者
非労働力

総就数雫休鳥症)|完全失業者総数（人)｜総数

溌鶉
4,467人
(120％） 

’9,598人
一’（25.9％）

爾意菫ｉ
（31.1％） 

墜
鮒
彌
爾
雨

雨一口庁一三
》》・》鴎》“｜》》｜》函

Ｉ 

国'7iii:?b錫 【鰯Jl25鹸菫？全

４，４６７ 
(１２ｏ％） 

718鰯ilM1棚
61,２４９ 
(1.0％） 

2,057,660 
（35.4％） 

大阪府Ⅱ 

,０１８ 

ｺ％） 

》
吻
一
測
淵

部落(工）

二二砺 些趨l雪i菫；
（33.5％） 

４，４６７ 
(120％） 

２０，１２２ 
(544％） 

Ⅲ 
,皿８
０％） 部落(Ⅱ）

注１）前出表１－Ｃの部落（I）を基礎として作製。
２）Ⅱの半失業者1,915人は就業労働者中「収入小」「収入
不安定」「保険なし」の理由で転職を希望するものである
３）mの半失業者は、Ⅱの半失業者に自営業のうち「やめた
いもの」（254人）「転職・転業したいが、しかたなく続け
ていくもの」（622人）を加えたものである。したがって、
部落における失業・半失業の実態を示す数字はいうまでも
なく、このⅢの数字である。

部落(Ⅲ)｜(l0i7b夢
８，６１０ 

(23.3％） 

注１）「調査結果」第３冊８ページ。

２）部落（エ）における完全失業者は、無回答を除いた不就労者ならびに通学者

３）部落（Ⅱ）における完全失業者は、部落（、の完全失業者から、６０歳以上
の失業者1,896人を控除したものである。

４）部落（Ⅲ）の完全失業者は、部落（Ⅱ）の完全失業者から、更に通学者

2,247人を控除したものである。

この部落（Ⅲ）の数字は、全国ならびに大阪府の失業者統計との比較に際し

て、同一条件の下に比較すべきだという考慮のもとに算出したものであるが、

部落における不就労の実態を正しく表現するものではなかった。

けだし、部落における通学者とは、その多くは夜間学生もしくは通信教育を

受けている者であり、就職を希望しており、職さえあれば本来「仕事のかたわ

ら通学する者」として就業者の範晴にいれるべきであるからである。また仕事

を切望していて職のない60歳以上の老人も、失業者として算定すべきことは当

然である。

値
で
二
・
一
％
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
場
合
、
こ
れ

は
一
九
四
五
’
四
八
年
の
敗
戦
直
後
の
時
期
を
除
き
、
第
二
次
大
戦

と
い
う
こ
と
ら
し
い
が
）
。
そ
の
詳
細
な
分
析
は
さ
て
お
き
、
私
が

注
意
し
た
い
の
は
、
大
さ
わ
ぎ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
一
一
・
一
二
％

の
失
業
率
と
前
出
部
落
の
二
九
・
五
％
の
失
業
率
と
い
う
数
字
で
あ

る
。
部
落
の
失
業
率
が
、
「
史
上
三
番
目
」
と
い
わ
れ
る
失
業
率
の

約
一
三
・
九
倍
で
あ
る
（
し
か
も
、
そ
れ
は
不
況
期
で
は
な
く
好
況

期
の
数
字
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
部
落
に
お
け
る
失
業
の
も
つ

異
常
な
重
さ
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
分
析
〕

第
八
表
「
部
落
に
お
け
る
失
業
者
の
変
化
」
は
、
好
況
か
ら
不
況

に
推
移
し
た
一
九
七
二
年
か
ら
七
七
年
に
い
た
る
五
年
間
の
失
業
者

士
。
こ
れ
ら
の
半
失
業
者
を
加
え
る
と
、
部
落

の
一
五
歳
以
上
の
総
人
口
中
に
占
め
る
比
率
は

一
一
二
・
｜
％
、
’
一
一
一
一
一
・
五
％
に
増
大
す
る
。
こ
の

こ
と
は
一
五
歳
以
上
の
部
落
人
口
の
う
ち
、
約

三
人
に
一
人
は
、
失
業
・
半
失
業
者
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
第
五
表
「
失
業
率
」
の
比

較
は
、
通
常
失
業
率
を
算
出
す
る
方
法

（馴淵州搬洲淵蝋）で、全国、大阪府、部
落
の
失
業
率
〔
第
三
表
の
部
落
（
工
）
〕
を
比
較

し
た
も
の
で
あ
る
。
全
国
は
一
・
三
％
、
大
阪

府
は
一
・
六
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
部
落
の

そ
れ
は
二
九
・
五
％
で
あ
り
、
全
国
の
約
一
一
一
一

・
六
倍
、
大
阪
の
約
一
八
・
四
倍
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
第
一
表
ｌ
第
五
表
の
示
す
も
の
は
、
い

ま
ま
で
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ

う
に
、
部
落
の
就
業
構
造
に
お
い
て
、
労
働
者

の
比
重
が
全
国
、
な
ら
び
に
大
阪
府
の
水
準
よ

り
や
や
高
く
、
失
業
率
は
、
全
国
な
ら
び
に
大

阪
府
の
そ
れ
よ
り
も
、
な
み
は
ず
れ
て
高
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
部
落
問
題
の
重
要
な
内
容
の
一
つ
が
、
労

働
者
問
題
で
あ
り
、
失
業
問
題
で
あ
る
こ
と
を

失業率の比較第５表

1.3％ 全国

大阪府

部落（工）

1.6％ 

29.5％ 

前出表３より作製。

ここでいう失業率とは

失業藝萎薑業者である。

注１）

２） 
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の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
部
落
に
お
け
る
一
五
歳
以
上
の
人
口
中
に

占
め
る
比
重
は
、
こ
の
五
年
間
に
二
五
・
九
％
か
ら
一
一
九
・
六
％
と

一
一
一
・
七
％
増
大
し
、
失
業
率
も
ま
た
一
一
九
・
五
％
か
ら
一
一
三
・
七
％

に
一
一
一
二
一
％
の
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
部
落
は
、
従
来
、
日
本
資
本

主
義
の
潜
在
的
・
顕
在
的
失
業
者
の
「
た
ま
り
場
」
と
し
て
、
ま
た

底
辺
労
働
力
を
い
つ
も

で
・
羽

Ｊ
 

の
花
、

安
価
に
供
給
す
る
給
源

部
ろ
は
応

支
い
ｊ
｜

と
し
て
機
能
し
て
き
た

伍
碑
蝿
８
８
枢
溌
圦
駈
の
で
あ
る
が
、
七
四
年

上
９
３
１
５
鰹
碑
加
燃
末
か
ら
開
始
さ
れ
た
不

１
１
８
１
 

変

燗
剛
叩
劃
況
に
お
い
て
も
、
真
先

の成構
』
よ
ま
も
調
き
に
、
不
況
の
影
響
を

別
鈍
期
阻
鋤
孵
受
け
た
こ
と
を
示
し
て

位伽
孵
珊
８
脱
５
孵
解
が
Ⅶ
い
る
。
不
況
が
開
始
ざ

謎
四
ｍ
加
、
９
は
は
に
及
れ
た
後
一
九
七
五
年
か

２
 

麟
刹
馴
孵
・
刺
ら
「
部
落
地
名
総
鑑
」

従

く
醜
恂
脈
吐
醜
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と

の者

者
業
者
儲
如
莇
暁
願
は
、
こ
れ
と
無
関
係
で

業就

用
営
懲
拙
幹
靴
加
拙
は
な
い
と
い
う
こ
と
は

表

族
Ｊ
基
万
年

明
白
で
あ
る
。
山
中
多

６
 

第
１
 

雇
自
家

２
美
男
氏
の
指
摘
に
よ
れ

注
ば
、
一
九
七
七
年
八
月

自
営
業
・
家
族
従
業
者

の
比
重
が
激
減
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
、
第
七

表
は
、
こ
の
五
年
間

に
、
常
雇
い
が
増
大
す

る
と
と
も
に
、
臨
時
工

・
社
外
工
・
内
職
が
減

少
し
、
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
が
増
大
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
自

営
業
・
家
族
従
業
者
が

減
少
し
た
こ
と
は
、
下

請
け
、
孫
請
け
の
き
り

は
な
し
と
い
う
形
態
で

の
「
企
業
の
合
理
化
」

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

失
業
者
が
、
葭
時
工
・

社
外
工
の
き
り
は
な
し

（
縁
辺
労
働
力
の
整
理
）

に
よ
る
失
業
者
と
と
も

に
、
よ
り
一
層
不
安
定

第７表雇用者の就業形態の構成の変化

支部名に:感鳫二hmF驫漂二h台鶏J1蕊i[元毫i玩二
14人'547人i592人

人０
７
２
２
５
 

１
４
 

・０．０００６００００００００■●●６■●６０●●Ｄ００ｌ０Ｃ□００ＣＤ
川
里
妃
幽
ｎ

人田
⑪
ロ
餌
Ⅲ

21人

4２ 

５２ 

２５ 

１０ 

人２
６
１
７
１
 

２
４
５
１
１
 

413人i437人 39人

人９
８
６
８
２
 

３
４
３
１
 

ＫＡ 

ＮＢ ２４１１．０９９ｉ1.258 796 990 

３
８
０
４
 

６
３
１
１
 

323 547 

２
５
１
二
妬

皿
四
Ｍ
｜
計

215 409 

310 286 212 218 

174 204 158 140 

2.45912,881 
ｍ｣ 

6６ 150 1.79412.194 164 143 147 

ジより加工・作成。｢調査結果｣、工、６８～71ページ。「77年調査』２９ぺ－注１）前出 現
在
に
お
い
て
、
「
地
名
総
鑑
」
は
「
第
一
」
か
ら
「
第
七
」
ま
で
出

さ
れ
て
お
り
、
判
明
し
て
い
る
購
入
企
業
名
は
一
四
六
社
（
そ
の
中

に
は
、
ユ
ニ
チ
カ
、
日
綿
実
業
、
一
一
一
菱
自
動
車
販
売
株
式
会
社
、
ダ

イ
ハ
ツ
、
丹
海
交
通
、
関
西
電
力
、
ダ
イ
キ
ン
、
同
和
火
災
の
名
が
み

（
２
）
 

ら
れ
る
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
後
論
で
一
示
す
よ
う
に
、
部
落
出
身
の

労
働
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、
い
わ
ゆ
る
「
縁
辺
労
働
力
」
も
し
く
は

「
底
辺
労
働
力
」
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
不
況
に
よ
る
こ
の
底

辺
労
働
力
の
き
り
は
な
し
が
、
「
底
辺
労
働
力
」
の
「
た
ま
り
場
」

と
し
て
の
部
落
に
は
、
そ
れ
自
身
部
落
差
別
と
し
て
作
用
す
る
こ
と

は
い
う
ま
で
な
い
（
客
観
的
差
別
）
。
し
か
し
、
こ
の
客
観
的
な
差

別
が
、
同
時
に
部
落
出
身
労
働
者
を
「
ね
ら
い
う
ち
」
に
す
る
と
い

う
企
業
の
差
別
（
主
観
的
差
別
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
「
地

名
総
鑑
」
事
件
は
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。
山
中
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
昭
和
四
五
年
（
’
九
七
○
年
）
ご
ろ
売
り
出
さ
れ

て
も
、
売
れ
な
か
っ
た
「
地
名
総
鑑
」
が
、
不
況
開
始
後
の
一
九
七

五
年
頃
よ
り
、
ま
た
売
れ
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
事
実
を

傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

不
況
に
よ
る
「
縁
辺
労
働
力
」
の
切
り
は
な
し
と
い
う
形
態
で
の
、

部
落
に
与
え
る
影
響
の
ほ
か
に
、
不
況
が
部
落
に
与
え
る
も
う
一
つ

の
影
響
を
示
す
も
の
が
、
第
六
表
「
従
業
上
の
地
位
別
構
成
の
変

化
」
、
第
七
表
「
雇
用
者
の
就
業
形
態
の
構
成
比
の
変
化
」
で
あ
る
。

第
六
表
は
、
不
況
を
は
さ
む
五
年
間
に
雇
用
者
の
比
重
が
激
増
し
、

第８表部落における失業者の変化

『一

労働力（Ａ）

非労働力|失業率長年次|悪輔吉
就業者|失業者(B）

差鰯|(蝋匡趨ｉ
ｌ(蝋Ｉ

し三三二
37,018人
(100.0％） 

1972年 〕％

Ｔ
一
‐
〆
壹
△
一
一
■

，四㎡｝・〈や｛・堀・
守
■
（

Ｆ
午
■
０
ゴ
ー
一

色

｜
・
の
「
・
・
辻
‐

■
一
口
ョ
一
二

汗
Ｐ
 

1,695人
(29.6％） 

3,487人
(60-8％） 

1977年
(５支部）

5,735人
(100.0％） 

32.7％ 
9-6％ 

注１）「調査結果』「77年調査」より作成。
２）『77年調査』は無業者＝不就労者のうち、働く意志のないものを39.5％
として算出していたが、前回の調査結果では、働く意志のないもの22.4％
回答ないが２２％であり、従って働く意志なき不就労者は24.6％となって
いる。（｢調査結果」Ⅲ、５８ページ）したがって、失業者算出においては、
前回と同じく、働く意志なき不就労者は24.6％として、「77年調査」２７ペ
ージの数字を訂正した。

。（やｑ『一上Ｊ》ノ．』鞠・・』“▲．『一壱〉｜弓〆一一》〉》｜詐蓉
勺
■
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第９表勤務先の区分

〔
分
折
〕

Ａ
、
部
落
労
働
者
の
勤
務
先
、
経
営
規
模
、
雇
用
形
態
職
種

第
九
表
よ
り
第
一
七
Ｉ
Ｂ
表
に
い
た
る
ま
で
の
諸
表
は
、
部
落
労

働
者
の
勤
務
先
・
経
営
規
模
・
職
種
を
示
す
表
で
あ
る
か
、
も
し
く

は
、
そ
の
関
連
諸
表
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
表
は
、
部
落
労
働
者
の
勤
務
先
に
お
い
て
は
、
官
公

庁
・
公
共
企
業
体
が
全
国
平
均
よ
り
や
や
高
い
こ
と
（
部
落
一
六
・

○
％
、
全
国
一
四
・
八
％
）
（
表
九
）
、
ま
た
民
間
企
業
に
お
い
て
は
、

’
’
四
人
、
五
’
九
人
の
小
零
細
企
業
が
七
六
二
％
と
圧
倒
的
比

重
を
占
め
る
こ
と
（
第
一
一
一
一
表
）
、
雇
用
形
態
は
、
常
一
展
が
七
一
一
・

六
％
と
か
な
り
高
い
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
部
落
労
働
者

が
主
観
的
に
そ
う
思
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
賃
金
形
態
と
関
連
さ
せ

な
雇
用
形
態
で
あ
る
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
に
転
向
し
た
こ
と
が
、

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
増
大
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
常
雇
い
労
働
力
が
増

加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
九
七
八
年
四
月

二
八
日
の
総
理
府
統
計
局
「
労
働
力
調
査
（
速
報
）
」
に
よ
れ
ば
、

「
企
業
規
模
別
で
み
る
と
、
従
業
員
一
一
一
○
人
未
満
の
企
業
の
雇
用
者

は
三
・
○
％
増
加
し
た
の
に
対
し
、
五
○
○
人
以
上
で
は
四
・
六
％

（
３
）
 

と
減
少
し
た
」
こ
と
に
反
応
す
る
、
も
の
で
←
の
ろ
う
。

第10表部落労働者の勤務先の規模(エ）

官公庁、公共企業体

会社

各種団体

学校

個人商店

個人経営の事務所

その他

無回答

比率(％）

Ｊ
 

％
 
く０
０
１
３
５
８
４
９
 

●
●
●
●
●
●
●
●
 

６
５
３
１
０
８
４
０
 

１
４
 

１
１
 

経営規模

１～４人

５～99人

100人以上

無回答

14.0 

49.9 

32.8 

3.3 

計 100.0 

注１）「調査結果」第１冊、８４ページ

一可

100.0 

注１）「調査結果」第１冊、７７ペ

ージ。

第11表部落労働者の勤務先の規模
（民間企業)(Ⅱ）

第12表規模別従業者数(全産業）

従業者数
（千人） 比率(％）経営規模

経営規模｜比率(％）

蝋
妬
弱
姐
娼
五
町
ね
田

５
２
０
０
０
１
６
６
 

つ
、
、
っ
っ
、
、
ｚ

１
４
４
７
７
６
１
２
 

８
８
４
 

●
●
●
 

６
２
０
 

１
５
３
 

１
ｒ
ｊ
１
１
ト
ー
』
１
－
ト
ー
ｊ

｛
◎
３
７
５
６
９
９
６
 

●
●
●
●
●
●
●
●
 

４
２
１
０
０
７
４
７
 

１
１
２
２
１
 

１～４人

５～99人

100人以上

無回答

;重}Ⅲ
20.0 

３．９ る
と
、
常
雇
の
比
重
は
低
下
し
て
約
五
○
％
前
後
と
推
測
さ
れ
る
こ

と
（
第
一
四
、
’
五
表
）
、
ま
た
、
職
種
は
い
わ
ゆ
る
単
純
労
務
と

さ
れ
る
肉
体
労
働
の
職
種
が
圧
倒
的
（
五
三
・
｜
｜
％
）
で
、
管
理
的

職
種
は
大
阪
市
の
五
・
三
％
の
約
六
分
の
一
の
○
・
八
％
で
あ
る
こ

と
（
表
一
六
）
、
そ
し
て
、
管
理
的
職
種
の
比
重
は
、
経
営
規
模
が

増
大
す
る
程
、
規
模
に
反
比
例
し
て
減
少
す
る
こ
と
（
第
一
七
１
Ａ

表
）
、
全
国
平
均
よ
り
、
す
こ
し
高
い
と
い
わ
れ
る
公
務
部
門
へ
の

就
職
先
も
、
現
業
部
門
が
多
く
、
や
は
り
単
純
労
務
職
が
圧
倒
的
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
（
第
一
七
ｌ
Ｂ
表
）
を
示
し
て
い
る
。

約
言
す
れ
ば
、
部
落
労
働
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、
小
零
細
企
業
労

働
者
で
、
職
種
は
単
純
労
務
職
種
が
多
く
、
雇
用
形
態
は
不
安
定
就

労
形
態
の
比
重
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
よ
う
に
、

企
業
規
模
別
の
格
差
が
大
き
く
、
就
労
形
態
が
一
種
の
「
身
分
的
格

差
」
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
部
落
労
働
者
の

性
格
に
い
か
な
る
刻
印
を
施
す
か
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
諸
条
件
は
、
従
来
の
賃
金
・
労
働
条
件
を
規
定
す
る
こ
と
も
ま

た
明
瞭
で
あ
る
。

l 

l1oOo 計

注１）第10表には100人以上の勤

務先に官公庁、公共企業体が

ふくまれていたから、100人

以上の経営規模の勤務者から

官公庁、公共企業体勤務者

2,577人を控除して計算し直

した表が、本表である。

34,3151100.0 

注１）総理府統計局「昭和47年事業所
統計調査」より引用加工。

第13表主要国の規模別雇用者構成(製造業）

本|ｱﾒﾘｶ|ｲｷﾞﾘｽ|西１Ｗ日

45.5％ 26.8％ 49.9％ 52.2％ 500～ 

100～499 23.9 31.1 31.１ 2８．７ 

50～９９ 9.4 

13.9 

8.1 8.4 11.7 

49人以下 37.5 10.9 10.7 

計 100.0 100.01100.0 100.0 

注１）労働大臣官房統計情報部編「労働統計要覧」

（1974年)273ページ
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第15表部落労働者の雇用形態と賃金形態

９７労働問題と「差別」

第17-▲表部落労働者の勤務先の規模と職種

雇用形態｜賃金形態l～4人'５~99人100人以上|無回答｜計H １ 

常雇726(%）｜週給･月給４L7(%）

川
船
哩
紛
辿
紛
瑚
紛
郷
紛
鎚
紛
０
紛
仙
紛
犯
的

８
８
‘
２
９
，
０
‘
２
０
，
５
２
 

．
・
１
・
・
１
．
８
．
・
２
・
・

－
０
０
８
０
９
３
０
５
０
 

く
Ｉ
く
く
く
５
く
１
く

く
く

８
Ｊ
２
Ｊ
０
Ｊ
９
Ｊ
４
Ｊ
３
Ｊ
０
２
Ｊ
６
Ｊ
 

１
％
１
％
２
％
％
２
％
”
％
６
％
％
 

４
３
８
８
６
９
８
１
 

３
２
３
１
４
←
○
１
１
 

く
く
く
く
く
－
０
１
く

く
く

９
Ｊ
８
Ｊ
９
Ｊ
６
Ｊ
６
Ｊ
８
Ｊ
０
７
Ｊ
０
 

ユ
％
１
％
沌
％
％
記
％
団
％
”
％

３
３
２
１
０
，
９
０
 

’
２
０
４
０
０
２
Ⅵ
９
 

ｌ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
ｉ
姶
叫
Ｉ
Ｍ
ｒ
Ｉ
ｐ
‐
Ｉ
岨
１
１
１
１
他
ｒ
ｉ
Ｉ

専門的技術労働|(]叩窮

管理的労働ＩＣＯ曇］
事務労働|仰鋳
販売労働｜(２８鐙

運輸通信■仙露

霧讓⑥麹

|(a鬘ｉ

ｌｉｉｌ 
ｌＯ 

工
工
等

時
外
一
層

葭
社
日 その他５６．０第14表部落労働者の雇用形態 25.2 

ｊ
 

％
 
く６
１
４
６
５
８
４
５
２
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

２
戸
。
１
５
２
７
１
１
２

７
 常雇

臨時雇

社外工

日屋

内職

パート・タイマー

アルバイ卜

その他

無回答

蔓回答２．３無回答２．２

計100.0計100.0

注１）「調査結果』第ユ冊より算出。

（０．０％） 

２，４８４ 

(15.5％） 

２８ 

（０．２％） 

９９９ 

（6.2％） 

１８ 

（0.1％） 
１６，０１５ 

(100.0％） 
(100-0％） 

働
中
答
明

労

1,161 

(14.5％） 
２６４ 

(11.7％） 

１３ 

（０６％） 

１１８ 

（5.2％） 

サーピース

計 100.0 休
無
不

蓑 ９ 

(0.1％） 
注１）「調査結果」第１冊、７１ペ

ジ。
７９ 

(15.0％） 
３２４ 

２，ろ）
４７８ 

(6.0％） 
回

(6． 

２ 

（0.o％） 
５，２５９ 

(32.8％） 
(１００．０％） 

１ 

(０．０２％） 
１０ 

(0.1％） 
５ 

(０．２％） 
(％） 第16表部落労働者の職業分類５２４ 

（３３％） 
(100.0％） 

７，９８０ 

(49.8％） 
(100.0％） 

Ｊ
 

〃
紛
吻

，
１
・

２
・
０
４
０
 

１
１
 

く
く計

日の出｜部落大阪市

｢調査結果』第１冊第２部、114～６ページより引用、加工。注1）

８
８
２
９
０
 

●
●
●
●
■
 

５
０
８
０
９
 

2.2 

3.2 

専門的技術労働

管運的労働

事務労働

販売労働

運輸通信労働

技能生産工程労働
及単純労働

保安労働

サービス労働

その他

5.3 

5-1 第17-Ｂ表公務部門市町村へ就労した部落労働者の就労部門
1１．２ 16.7 

他現業部 事務部門 そ の門 3.7 

8.3 

16.9 

就労者|部 労者 4.6 門｜就就労者Ｉ部門門部

53.2 65.0 

二人(:;字)i零競馬競艇明
５人(0.3％）

1,154(62.1） 

40.4 180人(9.7％）

７９（4.3） 

４０（2.2） 

１２（0.6） 
１６（0.7） 
１８（1.0） 
４２（２３） 
２０（１．１） 
２２（1.2） 
７１（3.8） 
３８（2.0） 
３３（1-8） 
４５（2.4） 

清
水
環

経済企業

区役所

１
１
 

帰
道
境 ０．０ 0-6 

5.6 

0.8 

鱸'二
(2.7） 

(０．７） 

15.5 10.3 

烏環境保健衛壹交

下水薑｜消

篝鰄嘉
福祉センター
屠場｜
市場｜
土木建築Ｉ

6.5 

100.0 100.0 計

注－１）大阪市は45年の国勢調査。
２）日の出は部落解放同盟曰之出支部「日之出
地区の労働実態調査」（1973年９月)、なお日
の出の調査は、部落における労働実態調査の
先駆的形態として、大きな意義をもっている

３）部落は「調査結果」第１冊、第２部114～
６ページより引用．加工

計’8３（45%)’ '1,159(624%） 計616(33.1％） 計

注１）調査結果。



戸
、

9８ 
９９労働問題と「差別」

Ｂ
、
部
落
労
働
者
の
賃
金
・
労
働
時
間

第
一
八
表
よ
り
第
三
一
表
に
い
た
る
諸
表
は
、
部
落
労
働
者
の
賃

金
・
労
働
時
間
を
示
す
表
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
関
連
諸
表
で
あ

る
。
ま
ず
第
一
八
’
一
二
表
は
、
わ
が
国
の
零
細
企
業
の
賃
金
を
示

し
、
（
第
一
八
表
）
、
企
業
規
模
別
の
賃
金
、
ボ
ー
ナ
ス
の
格
差
を
呈

示
し
（
第
一
九
、
’
’
○
、
’
二
表
）
、
小
零
細
企
業
に
勤
務
す
る
労
働

者
が
全
労
働
者
の
七
六
・
一
％
を
占
め
る
部
落
労
働
者
の
賃
金
に
関

し
て
、
あ
る
種
の
予
想
を
も
つ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
一
一
一
’
二
六
表
は
、
直
接
、
部
落
労
働
者
の
賃
金
を
示
す
。

こ
れ
ら
の
表
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
部
落
労
働
者
の
賃
金
収

入
は
、
全
国
平
均
の
七
四
・
九
％
で
あ
る
こ
と
（
第
一
一
二
表
）
、
五

分
位
階
層
別
に
見
た
部
落
の
最
低
分
位
（
第
一
階
級
）
の
労
働
者
の

賃
金
は
、
全
国
の
そ
れ
の
五
八
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
（
第
一
一
三

表
）
、
ま
た
平
均
年
収
に
お
い
て
は
、
部
落
は
全
国
の
六
四
・
五
％

で
あ
り
、
大
阪
の
五
七
・
八
％
で
あ
る
こ
と
（
第
二
四
表
）
、
ま
た

年
収
一
○
○
万
円
以
下
の
労
働
者
の
比
率
は
、
全
国
二
・
八
％
、

大
阪
七
・
二
％
で
あ
る
の
に
、
部
落
は
一
一
六
・
○
％
と
約
一
一
倍
以
上

で
あ
り
（
第
二
六
表
）
、
そ
の
中
に
は
五
○
万
円
以
下
の
労
働
者
五
・

七
％
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
第
二
五
表
）
で
あ
る
。
ま

た
賞
与
が
な
か
っ
た
部
落
労
働
者
は
、
二
五
・
八
％
（
第
二
八
表
）

で
あ
る
。
『
毎
月
勤
労
統
計
調
査
』
に
よ
る
と
一
九
七
一
年
、
七
二

第18表零細企業(１ ～４人)の労働者の賃金

男(100.0)に対す
る女の割合

男 女
産 業

1972年 1973年 1973年1972年 1973年 1972年

調査産業計

製造業

卸売・小売業

サービス業

鰯円｜
ｌ 

:::歪:’

58,327円ｉ

62,4181 

55,5281 

51,9481 

440円’39,952円’57.3％ 56.4％ 33,440 

31,667 

34,247 

32,521 

37.724 50.0 5０．７ 

61.0 40.700 61.7 

39.030 62.6 59.9 

注１）労働省統計情報部「毎月勤労統計調査特別調査結果速報｣。

第19表産業及び規模別定期給与格差(事業所規模）

調査産業計 製造業｜卸売・小売業｜サービス業

1972年'1973年 1972年’1973年’1972年｜エ973年 1972年11973年

':::’ 
8３０１ 
72.1’ 

5５８１ 鞭
500人以上

100～499 

３０～９９ 

５～２９ 

１～４ 

100.0 

８８．４ 

８３．４ 

100.0 

８４．２ 

７９．２ 

６９．９ 

５３．７ 

100.0 

８５．５ 

７８．３ 

７０．８ 

５３．５ 

100.0 100.0 

9Ｌ９ 90.9 

90.6 89.2 

年
に
お
け
る
支
給
事
業
所
の
割
合
は
、
全
国
・
全
産
業
で
、
夏
（
八

九
・
四
％
、
八
九
・
’
一
一
％
）
、
年
末
（
九
五
二
％
、
九
四
・
九
％
）

で
あ
る
か
ら
、
部
落
労
働
者
の
勤
務
す
る
事
業
所
、
も
し
く
は
雇
用

形
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
最
も
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る

一
つ
。第
一
一
九
’
一
一
一
一
表
は
、
労
働
時
間
を
一
示
す
。
第
一
一
九
表
は
、
部
落

労
働
者
に
お
い
て
は
、
六
時
間
以
下
の
短
時
間
労
働
者
と
九
時
間
以

上
の
長
時
間
労
働
者
へ
の
両
極
分
解
へ
の
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
を

表
示
し
て
い
る
。
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
注
目
さ
れ
る
点
は
、
一
九

七
二
年
に
お
い
て
、
な
ん
ら
の
週
休
制
を
も
実
施
し
て
い
な
い
企
業

（
一
一
一
○
人
以
上
）
は
、
わ
ず
か
に
○
・
三
％
（
第
一
一
一
一
表
）
で
あ
る
の

に
、
部
落
労
働
者
の
二
一
・
一
一
％
（
五
人
に
一
人
）
が
、
週
休
制
の

恩
恵
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
稿
を
執
筆
中

の
一
九
七
八
年
四
月
三
○
日
、
テ
レ
ビ
は
い
わ
ゆ
る
大
型
連
休
中
に

お
こ
っ
た
一
一
一
弁
三
池
炭
坑
の
事
故
（
大
半
は
社
外
工
）
を
報
じ
た
。

上
述
の
数
字
と
に
ら
み
あ
わ
せ
て
、
胸
の
い
た
く
な
る
思
い
で
あ

る
。

二;Ｉ
69.6 71.3 

50.2 ４７．７ 

注１）５人以上の各規模は「毎月勤労統計調査全国甲及び乙調査各７月分」による

２）１～４人規模は「毎月勤労統計調査特別調査結果速劉による。

第20表企業規模別年間特別給与

模規 1972年 ﾕ973年

30人以上

５～２９ 

１～４ 

270,273円

140,296 

８７，５５６ 

100.0％ 

５１．９ 

３２．４ 

100.0％ 326,039円

180,534 

112,158 

55.4 

34.4 

注１）前表と同じ。
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101労働問題と「差別」

第23表月間平均実収入五分位階層別にみた実収入比較
第21表規模別・年令別賃金格差(1972年）

1平均|第１階級'第Ⅱ階級'第Ⅲ階級'第Ⅳ階級'第W壜i塗1 0 年令階級Ｉエー４人 １，０００人以上

|実収入'実収入|実収入|実収入｢三丁うて|実収入

歳
、
四
一
一
８
 
１
 讓円|;三%I蓬円Ｉｉｉｉ

熊塵l韓
４Ｍ’5６９１８２３１１０００ 

「

Ⅱ雫獅11柵’ ;968J:甲'2；１６瀞'49Yb淵200,781円
（100.0） 

全国 (1) 

２０～24 

25～29 

30～34 

35～39 

40～49 

50～59 

60以上

±＆'2'|,鵬)|柵)'2搬:）
〃＊F雨１－F齋|雨

)８８）１（108.8）｜（108.5 

藏専’ 333,813 
（82.9） 

179,306 
（74.7） 

注１）資料出所：前表と同じ。

２）「実収入５分位階級」とは、調査世帯を実収入の低い世帯から高い世帯に

並べ、世帯数の上で５等分したもののそれぞれのグループの平均値。
注1）1～４人の事業所は「毎月勤労統計調査

特別調査結果速報」（100円以下の金額は四
捨五入)。

２）１，０００人以上の事務所は「賃金構造基本
統計調査｣。

第24表労働者の平均年収比較(単位千円）

100.0％ 

111-6 

118.8 

９Ｌ９ 

６４．５ 

国
阪
京
岡
落

2,289千円

2,556 

2,561 

2,103 

1,478 

全
大
東
福
部

注エ）全国及び主要都府県統計は1976年
国税庁民間給与実態調査結果。

２）部落は『77年調査｣。
第22表勤労者世帯の１カ月当り実収入内訳比較

l癖Ｉ
第25表部落労働者の賃金年収別構成

実収入|霊め美 事業内
蔵収入

他の実
収入

計女男
農帯芙|妻の収入譽醗更；
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９
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●
●
●
●

１
８
２
８
８
８
５
１
０
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２
２
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１
６
８
２
２
１
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６
４
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５
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６
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１
５
６
６
３
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６
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５
４
９
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５
６
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１
４
８
９
２
５
８
２
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１
３
４
３
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人４
５
３
９
７
８
２
 

４
９
９
５
戸
。

１
３
２
１
 

」」１１－１弓

円
１５，９５１ 

(100.0） 

１７，３５５ 
(108.8） 

２５，６３６ 
(160.7） 

潟
円

5,053 

円

10,123 
全・国Ｉ１１Ｉ２７Ｑ

U|吉澗|濡b9i+|吾iｂ２ｉ
8０．９６２１２６４４５０１２２７４５９ 

5,498 11,014 J５．８）’（１０８－８)Ｉ（１０８８ 

雛;|'瀧il1麓P： ２４，７６９ 

(279.7） 

注１）

２） 
全国(1)は、総理府統計局「家計調査報告」の51年実績による。
全国(2)は、労働省労政局調べによる、産業別春季賃上げ率の52年貢上率
(民間平均）8.8％を加算し推計したもの。
部落は、「77年調査」による。

（）内は、全国(1)を100とした指数。

１ｉＯ１ 

聖
3） 

4） ７０：６．２ 

一三三~可而Ｔｌ元57TIu29i10M｢Z7記5~ｉ両面
注１）「77年調査」による。
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注１）全国及び大阪の統計は1976年国税庁民間給与実態調査結果。

２）部落は「77年調査」（無回答を除いた数字)･
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Ｃ
、
部
落
労
働
者
と
退
職
金
な
ら
び
に
社
会
保
障
制
度

第
三
一
一
表
は
、
部
落
労
働
者
の
四
一
一
・
｜
％
が
退
職
金
の
な
い
企

業
か
、
も
し
く
は
な
い
雇
用
形
態
で
就
労
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
第
一
一
一
三
表
は
、
部
落
労
働
者
と
社
会
保
障
制
度
と
の
関
係
を

表
示
し
て
い
る
。
健
康
・
雇
用
・
労
災
の
各
保
険
な
ら
び
に
厚
生
年

金
に
つ
い
て
、
「
な
い
」
と
答
え
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
’
一
三

・
六
％
、
四
一
・
四
％
、
’
一
一
七
・
八
％
、
’
’
’
九
・
一
一
％
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
「
な
い
」
と
い
う
場
合
に
は
、
企
業
に
こ
れ
ら
の

制
度
が
な
い
場
合
と
、
企
業
に
は
、
制
度
は
完
備
さ
れ
て
い
る
が
、

本
人
は
そ
の
適
用
を
受
け
る
資
格
が
な
い
場
合
と
の
一
一
つ
の
場
合
が

想
定
さ
れ
る
。
こ
の
社
会
保
障
制
度
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
調
査
結

果
』
の
結
果
に
関
し
て
、
部
落
労
働
者
の
意
識
に
反
映
さ
れ
た
制
度

と
、
実
際
の
制
度
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
、
さ
ら
に
追
跡

調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
、
雇
用
保
険
制
度
に
関

し
て
は
、
一
○
、
八
一
三
人
の
う
ち
、
本
人
の
意
識
と
制
度
の
実
態
が

合
致
す
る
も
の
が
六
、
’
一
一
一
一
一
人
（
五
六
・
七
％
）
、
本
人
が
「
あ

る
」
と
答
え
て
実
際
に
な
い
も
の
が
一
一
、
四
一
一
四
人
（
一
三
・
四
％
）
、

本
人
が
「
な
い
」
と
答
え
て
実
際
に
あ
る
も
の
―
―
、
一
一
六
六
人
（
’
’

○
・
九
％
）
で
あ
っ
た
。
追
跡
調
査
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
誤
差
を

相
殺
す
る
と
、
第
一
一
一
一
一
一
表
は
、
皮
肉
に
も
実
態
に
近
い
と
い
え
る
と

い
う
こ
と
を
、
証
明
す
る
結
果
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

月
、
第
六
号
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

第31表週休制の状況(企業規模30人以上）

(小計）
その他計|亭日黛|亨日半慧|雲日慧’年次｜合

1000％’８８３ 
1 

100.0’83.1 

(95.9)4.1 

(99.7)０．３ 

3.2 

3.4 

4.4 

13.2 

1970 

1972 

注（｢労働統計要覧」1974年198ページ)。

第32表部落労働者における退職金の有無

計合三〔フフ
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Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
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Ｊ
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晩
吻
吻
沸
吻
吻

二，:蕊'１::::鑿
剰a::蕊綴灘■

有

無

無回答

合計

注１）「調査結果｣。

第33表部落労働者と社会保障制度

Ｄ
、
就
職
差
別
と
職
場
で
の
差
別

第
一
一
一
五
表
は
、
就
職
す
る
際
に
差
別
を
受
け
た
も
の
が
九
・
一
％
、

職
場
で
、
差
別
を
受
け
た
も
の
が
六
・
七
％
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
第
一
一
一
八
表
は
、
そ
の
う
ち
、
部
落
労
働
者
の
一
○
％
以
上
が
、

就
職
差
別
も
し
く
は
職
業
差
別
を
受
け
た
部
落
を
抜
き
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
労
働
者
の
一
○
％
以
上
の
就
職
差
別
を
受
け
た
部
落
数
は

一
六
で
、
そ
の
う
ち
、
能
勢
町
Ｓ
Ｂ
部
落
は
一
一
四
・
四
％
で
最
高
で

あ
り
、
約
四
人
に
一
人
が
就
職
差
別
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
一
○
％
以
上
の
職
場
差
別
を
受
け
た
部
落
は
一
一
で
、
そ

の
最
高
は
豊
中
市
の
Ｏ
Ａ
部
落
で
あ
り
一
一
一
四
・
五
％
す
な
わ
ち
部
落

労
働
者
の
約
一
一
一
人
に
一
人
が
職
場
差
別
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
部
落
問
題
に
関
す
る
部
落
労
働
者
の
取
り
く
み
は
、

活
発
と
は
い
え
ず
、
’
’
三
・
｜
％
の
労
働
者
が
、
こ
れ
に
と
り
く
ん

で
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
第
一
一
一
七
表
は
示
し
て
い
ろ
。

第
三
九
表
は
、
部
落
労
働
者
の
年
齢
別
の
学
歴
構
造
を
示
す
。
｜
、

五
四
○
人
、
全
体
の
九
・
六
％
が
不
就
学
者
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ

れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
う
ち
、
三
○
’
四
九
才
の
年
齢
層
が
、

不
就
学
者
の
四
九
・
八
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
逆
に
一
九
才
ま
で

の
青
年
層
に
お
い
て
は
、
不
就
学
者
が
○
・
三
％
と
激
減
し
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
労
働
実
態
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
部
落
労
働
者
の
実
態
」
『
部
落
解
放
研
究
』
一
九
七
六
年
一
一

|ある|ない|不 明｜合計｜あろ｜なし、｜不明｜合計

（％） 
64.7 』全)'15銑） （％） 

32.6 
(％） 
2.7 

（％） 
100.0 

（人)
5,2021 

6,6271 
6,0481 
6,2681 護憲Ｉ

15,998 

15,998 

15,998 

53.5 100.0 815 41.4 

１
２
３
 

●
●
●
 

５
６
５
 

56.0 37.8 999 100.0 

55.5 39.2 852 100.0 

注１）「調査結果｣。

第34表年令別の離職(全国)及び転職志向(部落）

~191か241か29130~34135~39140~坐'45~54155以上｜計
9.3７．５ 

ヘーーーーン

１６．８ 

－－ 

３５．１ 

36.6１６．３ 

～－－－－－－－ 

５２．９ 

～－－－～－－－－ 

３２．９ 

6.2７．７７．２ 100.0％ 全国 9.3 

５０以上
一一一一

２１．３ 

４０～４９ 

￣－－－〆

１５．４ 100.0％ 部落’６．７

注１）全国の離職者数は労働省「雇用動向調査」調査対象企業規模５人以上、１９７２

年。

２）部落の数字は「調査報告」第一部205ページ。
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ｴ０７労働問題と「差別」

第38表部落毎の就職差別と職場差別

第35表就職上の差別

女男 計

藝認Ｉ部落名
職場の差
別事件％

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
，
Ｊ
 

％
％
％
％
％
％
％
％
 

５
８
３
６
１
６
８
０
 

釦
７
妬
卯
弘
１
弱
Ⅲ
１
 

く
く
く
く
く
く
く
く

人
塑
〃
弘
測

５
５
 

Ｊ
』
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

％
％
％
％
％
％
％
％
 

５
９
７
４
９
８
２
０
 

人

1,466(100 
（9 

14,313(100 
（８９ 

276(100 
（1 

16,055(100 
（100 

人

1,019（６９ 
（９ 

9,111（６３ 
（８８ 

182（６５ 
（1 

10,312（６４ 
（100 

部落名
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
 

吻
吻
呪
吻
吻
沸
晩
吻

有
無－－ 

大阪市ＡＢ

ＹＡ ” 

ＨＢ ” 

１１１１１１１１１１「ＩＩＩｌｌＩｌｌｌＩｌＩＩＩｌＩｌＩＩｌＩＩｉＩｌ‐ＩＩｌｌ‐’

無回答

豊中市ＯＡ

池田市ＦＡ

能勢町ＳＢ

”ＮＣ 

東能勢村ＮＤ

吹田市ＫＣ

茨木市ＤＡ

”ＳＤ 

”ＫＤ 

寝屋川市ＫＥ

大東市ＮＥ

八尾市ＹＢ

泉佐野市ＫＧ

計

’ 

注１） ｢調査結果｣。

第36表職場の差別事件

女
＝ 

男 計

人

1,079(100.0％） 
（6.7％） 

14,659000.0％） 
（91.3％） 

317(100.0％） 
（2.0％） 

16,055(100.0％） 
（100.0％） 

人

744（６９ 
（７ 

9,383（６４ 
（９１ 

185（５３ 
（1 

10,312（６４ 
（100 

人

335（31.0％） 
（5.8％） 

5,276（３６．０％） 
（91.０％） 

132（41.7％） 
（2.3％） 

5,743（35.8％） 
（100.0％） 

有
無

Ｊ
Ｊ
Ｊ
，
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
 

晩
吻
吻
吻
晩
睨
泌
吻

無回答

計
注１）「調査結果｣。

川
｢調査結果｣。注１）

第37表部落問題に関する職場での取りくみ

女男 計

第39表部落労働者の年令別の学歴構造 人

1,357 

(36.5％） 
(23.6％） 

人

2,356 
(63.5％） 
(229％） 

人

３，７１３ 

(100.0％） 
（23.ﾕ％） 

取りくん
でいる40～49歳30～39歳20～29歳19歳

|エ67(':脇
'2,232(216%） 

|`2｡(:1髪）
|Ⅷ(鰯）

にi鴬
Ｉ（mqO22」

軍蝋
議|捌蝋

謝嚢蕊
Ｉ（100.0％） 

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
 

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
 

０
６
３
９
７
０
６
４
２
１
６
０
 

555（４６． 
（11. 

3,330（３２． 
（６９． 

７６３（１９ 
（１６ 

113（１６ 
（２ 

６（２２ 
（0 

4,767（２９ 
（100 

103（8.5％） 
（2.1％） 

2,680（２６．０％） 
（55.7％） 

1,635（42.3％） 
（３４．０％） 

379（55.7％） 
（7.9％） 

１３（４８．１％） 
（0.3％） 

4,810（21.9％） 
（100.0％） 

意志があ
るがとり
くめない

とりくん
でいない

1,０６２ 

(67-8％） 
(10.3％） 

５０４ 

(32.2％） 
8.8％） 

エ,５６６

(100.0％） 
（9.8％） 

6,152 

(63.6％） 
(59.7％） 

3,519 

(36.4％） 
(61.2％） 

9,671 

Ｑ００．０％） 
（60.2％） 

１
１
１
 

無回答 ３６７ 

(33.2％） 
（6.4％） 

７３８ 

（66.8％） 
（7.2％） 

10,308 

（64.2％） 
(100.0％） 

エ,１０５

(100.0％） 
（6.9％） 

16,055 
(100.0％） 
(100.0％） 

計 ５，７４７ 

（35.8％） 
(100.0％） 

注ユ） ｢調査結果｣。

「■一
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経
営
の
従
業
員
の
内
容
構
成
」
に
お
け
る
「
や
と
っ
た
人
だ
け
」
で

経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
経
営
数
一
九
○
（
四
・
六
％
）
、
に
ほ
ぼ

対
応
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
一
九
○
の
数
字
を
、
表
四
○
Ｉ
Ｃ
「
部

落
に
お
け
る
経
営
従
業
員
数
」
に
対
応
し
て
見
る
と
、
経
営
数
九
○

（
一
一
二
％
）
の
経
営
が
、
’
○
人
以
上
の
従
業
員
数
を
か
か
え
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
九
○
（
二
・
一
％
）
の
経
営
が
、
｜
応
、

資
本
主
義
的
経
営
と
考
え
て
も
大
過
は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
こ
と
は
、
逆
に
、
「
自
営
業
」
と
一
括
し
て
表
現
さ
れ
る
部
落
の

経
営
の
中
に
、
事
実
上
の
賃
労
働
者
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
者

と
考
え
ら
れ
る
経
営
（
個
人
経
営
で
あ
っ
て
八
九
四
二
％
Ｖ
、
し

か
も
従
業
者
は
「
家
の
も
の
だ
け
」
八
五
八
．
八
％
Ｖ
も
し
く
は
「
家

の
も
の
と
や
と
っ
て
い
る
人
」
八
’
’
’
三
・
一
一
一
％
Ｖ
八
計
九
一
一
・
一
％

Ｖ
、
経
営
規
模
は
一
人
、
一
一
、
三
’
四
人
八
計
一
一
一
八
六
四
、
九
一
一
一
・

二
％
Ｖ
で
、
仕
事
場
と
職
場
と
が
一
緒
八
一
一
四
○
八
、
五
八
・
｜
％

Ｖ
の
経
営
が
こ
れ
に
相
当
す
る
）
（
以
上
の
諸
標
識
か
ら
し
て
、
私

は
、
九
一
一
’
三
％
が
事
実
上
の
賃
労
働
者
で
あ
る
家
内
労
働
者
と
考

え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ

の
中
に
は
、
当
然
、
行
商
や
露
天
の
よ
う
な
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い

る
の
で
、
下
請
、
元
請
関
係
を
製
造
業
・
建
築
業
に
限
っ
て
比
率
を

算
出
す
る
と
、
第
四
○
ｌ
Ｈ
表
の
よ
う
に
、
元
請
一
五
％
下
請
七
三

・
○
％
、
計
八
八
・
五
％
に
増
大
す
る
）
が
圧
倒
的
で
あ
り
（
九
三

二
一
％
）
、
五
’
九
人
の
経
営
（
一
九
四
、
四
・
七
％
）
が
、
そ
の

第39表部落労働者の年令別の学歴構造

50～59歳 60～69歳 70歳以上 合 計

■
■
１
１
 

不就学1183(1５，（１１ 

義務教育'1,105（１０
１（７１ 

襄鑿』鼈(三■高等教育，３８（５
経験者’（２

無□答Ｉ。(８
合計lL54o(９

１（1００． 

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
 

泌
甥
沸
郷
秘
呪
珊
瑚
吻
晩
筋
吻

162（１３ 
（25 

416（４ 
（６４ 

５７（1 
（８ 

８（1 
（Ｌ 

ｏ（０ 
（0 

643（４ 
（100. 

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
 

吻
務
吻
沸
珊
粥
吻
泌
吻
吻
晩
吻

32（２ 
（３４ 

４９（Ｏ 
（５２ 

７（Ｏ 
（７ 

５（０ 
（５． 

１（３ 
（１． 

９４（０． 
（1Oｑ 

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
 

沸
晩
甥
塊
泌
蝿
沸
沸
秘
珊
睨
呪

206Ｑ００．０％） 
（７．５％） 

319000.0％） 
（64.1％） 

864(100.0％） 
（２４．０％） 

680(１０００％） 
（4.2％） 

２７(100.0％） 
（0.2％） 

090000.0％） 
（100.0％） 

］ 

注， ｢調査結果｣。

中
間
層
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

部
落
の
一
五
歳
以
上
の
就
業
人
□
二
一
一
、
九
五
一
一
一
人
（
第
１
表
「
部

落
の
就
業
構
造
」
（
Ａ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
）
の
中
の
わ
ず
か
に
九
○

人
（
○
・
四
％
）
が
資
本
家
で
あ
り
一
九
四
人
（
○
・
八
％
）
が
、

零
細
資
本
家
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
今
ま
で
、
部
落
と
は
、
自
然
的
立
地
条
件
の
悪
さ
と
、
行

政
的
差
別
に
も
と
づ
く
生
活
環
境
水
準
の
低
劣
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
、
社
会
的
差
別
意
識
の
見
え
な
い
壁
に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
た

底
辺
労
働
者
・
失
業
、
半
失
業
者
の
密
集
す
る
貧
困
地
区
と
規
定
し

て
き
た
。
こ
の
規
定
は
、
今
後
も
変
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
、
こ
の
差
別
と
貧
困
の
密
集
地
の
な
か
に
、
「
貧
困
」
で
は
な
い

一
五
歳
以
上
人
口
の
約
一
・
二
％
に
当
る
人
間
が
部
落
に
存
在
す
る

こ
と
は
、
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
こ
の
層
に
お
い
て
注

目
さ
れ
る
べ
き
は
、
第
四
○
Ｉ
Ｃ
表
が
示
す
よ
う
に
部
落
に
お
い

て
、
五
○
○
人
以
上
の
経
営
が
四
五
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
経
営
に
は
、
最
低
二
一
一
、
五
○
○
人
以
上
の
労

働
者
が
勤
務
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
七
二
年
調
査
に
お
い
て
は
、
部

落
労
働
者
は
、
一
六
、
一
四
四
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
労

働
者
は
、
一
六
％
が
公
務
員
も
し
く
は
公
共
企
業
体
の
労
働
者
で
あ

り
、
’
○
○
人
以
上
の
企
業
規
模
の
経
営
に
勤
務
す
る
も
の
は
、
二
○

・
○
％
、
一
一
三
一
一
九
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ら
五

○
○
人
以
上
の
経
営
に
は
、
部
落
労
働
者
と
相
な
ら
ん
で
、
そ
れ
よ

〔
分
折
〕

第
四
○
１
Ａ
表
「
部
落
に
お
け
る
経
営
組
織
」
は
、
部
落
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
「
自
営
業
」
の
経
営
組
織
を
示
す
。
そ
の
圧
倒
的
多
数

は
、
個
人
経
営
で
あ
り
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
、
合
名
会
社
、
合

資
会
社
は
、
’
八
五
、
総
経
営
数
の
わ
ず
か
に
四
・
四
％
に
す
ぎ
な

い
、
こ
の
四
・
四
％
の
数
字
は
、
第
四
○
ｌ
Ｂ
表
「
部
落
に
お
け
る

Ｅ
、
部
落
に
お
け
る
経
営
と
資
本
関
係

わ
れ
わ
れ
は
、
今
ま
で
、
部
落
の
就
業
者
の
七
○
二
一
％
を
占
め

る
労
働
者
の
実
態
を
追
跡
し
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
が
小
零
細
企
業
の

労
働
者
で
あ
り
、
不
安
定
雇
用
形
態
下
の
労
働
者
で
あ
り
、
低
賃
金

で
し
か
も
退
職
金
や
社
会
保
障
制
度
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
の
う

す
い
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
部
落
に
お
け
る
就

業
者
の
七
割
を
占
め
る
労
働
者
の
実
態
が
こ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、

な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
、
部
落
の
就
業
人
口
の
一
一
○
・
三
％
に
し
か
す

ぎ
な
い
小
数
の
自
営
業
の
中
に
お
け
る
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
発
展

を
見
逃
す
な
ら
ば
、
片
手
落
ち
の
護
り
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
い
。
け
だ
し
、
レ
ー
ニ
ン
も
指
摘
し
た
よ
う
に
「
小
経
営
は
毎
時

間
毎
秒
、
し
か
も
大
量
的
に
資
本
主
義
を
生
み
出
重
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
部
落
に
お
け
る
自
営
業
の
動
向

を
簡
単
に
概
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第40-Ａ表部落における経営組織
り
多
い
部
落
外
労
働
者
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
、
経
済
面
に
お
け
る
搾

取
こ
そ
が
、
最
も
根
元
的
な
差
別
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
企
業
内
部
に
お
い
て
は
、
「
差
別
被
差
別
」

の
関
係
は
逆
転
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
部
落
資
本
家
が
、

歴
史
的
・
伝
統
的
差
別
や
行
政
的
差
別
の
枠
外
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
な
い
。
そ
し
て
、
小
数
の
こ
の
層
が
、
部
落
問
題
の
複
雑

さ
を
一
層
、
増
大
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
追
跡
は
、

こ
こ
で
は
中
断
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
企
業
だ
け
を

対
象
に
し
た
特
別
な
調
査
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
七
二
年
調

第40-Ｅ表部落における経営の事業種類 ﾉマーセン

テージ
Ｄ表部落における経営の職住

分離状況

第4０ 経営数

経営数｜掌一二瞳３ 94.1％ 

営
社
社
社
社
上
営
人
他
答

経
会
会
会
会
以

の
回
計

人
式
限
名
資
つ

個
株
有
合
合
二
経
法
其
無

3.904 

|=ず二経営数 152 

７
７
０
０
４
１
０
９
 

●
●
●
●
●
●
●
●
 

３
０
０
０
０
０
０
０
 

晩
６
７
２
７
７
０
８
７
０

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

４
６
８
９
２
１
０
５
０
０
 

２
３
 

１
 

０
 

１
 

■
 

》》一一》雷繧》

１，０２１ 

１，５１８ 

３５９ 

３８１ 

１１１ 

６９ 

２ 

６５８ 

29 

4,148 

１
１
１
６
６
１
６
 

３
 

１
 

３
 

８．１％ 

９．９ 

２－１ 

１００．０ 

住居と一緒

住居と別個

無回答

計

24,085 

16,533 

８６ 

４，１４８ 

｢調査結果｣。注１）

他
答

そ
無

の
回
計

100.0 ４．１４８ 

注１） 『調査結果』。

注1）『調査結果』。 七
二
年
調

査
、
七
七

年
調
査
に

お
い
て
も

こ
れ
以
上

の
検
討
材

料
が
存
在

し
な
い
か

ら
に
ほ
か

な
ら
な

い
。

第４トＢ表部落における経営の従業員

の内容構成

第40-Ｃ表部落における経営の

従業員数第40-Ｆ表部落における｢商品の販売」第40-Ｇ表部落における経営の「企業地

経営の内訳位」 ン
ジ

圭一バ
ー
ナ

ﾉマーセン

テージ
従業員規模 経営数経営数

ﾉモーセン

テージ経営数｜亨一ニヒニ 経営数

58.8％ 30.2％ 家のものだけ

家のものとや
とっている人

やとった
人だけ

その他

無回答

計

人
人

１
２
 

1.251 2.439 

％
 
１
８
９
０
８
３
０
 

●
●
●
●
●
●
●
 

１
９
０
５
２
０
０
 

１
 

６
１
 

０
 
１
 

2.9％ 親企業

おもに元請

おもに下請

自分のところだ
けでやっている

其の他

無回答

計

112 おもに卸売

おもに仲買

店をかねて小売

行商

露天商

無回答

計

９
８
５
８
３
５
８
 

６
４
２
２
４
 

１
 

１
１
９
２
 

戸
Ｏ
ワ

１
 

2.141 5Ｌ６ 
1.381 33.3 

214 5.2 

24.3 

人
人
４
９
 

一
一

３
５
 

472 11.4 

1．００８ 190 194 

６
７
７
 

●
●
●
 

４
２
０
 

4.7 

10～29人

!） 〕Ⅱ
2．５６８ 61.9 1１１ 

30～49人

50～99人

2７ 104 2.5 

1.5 4.148 100.0 132 
100～299人

4.148 100.0 
｢調査結果｣。注１） 300～499人

500人以上

計

注１）「調査結果｣。
注１） ｢調査結果｣。

100.0 4.148 

注１） ｢調査結果』。
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113労働問題と「差別」

注
（
１
）
「
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
」
（
一
九
六
九
年
七
月
一
○
日
）

が
制
定
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
九
年
に
な
る
が
、
こ
の
「
特
措
法
」
と

関
連
し
て
地
区
指
定
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
昭
和
五
○
年
総
理
府
調
査
」
に
よ

れ
ば
二
一
一
四
府
県
、
’
○
四
一
市
町
村
に
四
一
一
一
七
四
地
区
が
あ
る
と

さ
れ
て
お
り
、
「
今
回
の
調
査
で
同
和
地
区
に
つ
い
て
報
告
の
な
か

っ
た
の
は
、
北
海
道
、
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
秋
田
、
山
形
、
福
島
、

東
京
、
富
山
、
石
川
、
山
梨
、
宮
崎
、
沖
縄
の
一
一
一
一
都
道
府
県
で
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
部
落
解
放
同
盟
第
一
一
一
一
回
大
会
の
一

般
運
動
方
針
や
友
永
健
一
一
一
「
全
国
実
態
調
査
と
八
特
別
措
置
法
Ｖ
の

強
化
延
長
」
（
「
部
落
解
放
」
一
九
七
七
年
臨
時
号
、
第
二
一
一
号
）

四
、
年
功
賃
金
と
差
別

い
ま
ま
で
、
私
は
、
区
別
と
差
別
の
ち
が
い
を
検
討
し
、
階
級
社

会
そ
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
資
本
主
義
社
会
そ
の
も
の
も
、
ま

た
差
別
社
会
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
た
私
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
「
差
別
問
題
」
の
結
晶
と
し
て
の
部
落
問
題
を
対

象
と
し
て
と
り
あ
げ
、
部
落
に
お
け
る
就
業
構
造
と
失
業
の
問
題
を

析
出
し
、
部
落
労
働
者
の
状
態
を
簡
単
に
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
際
、

部
落
労
働
者
の
状
態
の
概
観
に
お
い
て
は
、
文
字
通
り
の
簡
単
な
ス

ケ
ッ
チ
に
と
ど
め
、
｜
層
詳
細
な
分
析
は
、
．
す
で
に
発
表
し
た
拙
稿

一
「
部
落
労
働
者
の
実
態
」
（
前
出
）
に
ゆ
ず
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
簡

単
な
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
次
の
諸
点
で

あ
る
。

⑪
部
落
の
就
業
構
造
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
比
重
が
増
大
し
、

全
国
も
し
く
は
大
阪
に
お
け
る
労
働
者
の
比
重
よ
り
も
高
く
な
っ
て

い
る
こ
と
（
こ
の
就
業
構
造
の
変
化
は
、
表
四
一
が
示
す
よ
う
に
日

本
資
本
主
義
全
体
の
就
業
構
造
に
お
い
て
、
雇
用
者
Ⅱ
労
働
者
の
比

重
が
五
○
％
を
こ
え
中
卒
、
高
卒
の
求
人
倍
率
が
一
・
○
を
こ
え
た

一
九
五
九
年
頃
よ
り
開
始
さ
れ
、
一
般
求
人
倍
率
が
一
・
○
を
こ
え

た
一
九
六
七
年
頃
よ
り
加
速
度
的
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
従
来
の
歴
史
か
ら
し
て
も
、
部
落
へ
の
求
人
は
、

｜
般
求
人
が
枯
渇
し
て
始
め
て
開
始
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
。

部落における元請・下請

(製造業・土木建築）

第４Ｏ－Ｈ表

ノ､９－セン

テージ経営数

１ 
８.ｴ％ 

ﾕ5.5 

112 親企業

おもに元請

おもに下請

其の他

計

214 

７３．０ 

3.3 

100.0 

1.008 

4６ 

●
己
鈩
・

早
・
一

勺
－
ロ

庇
ダ
ニ

０
も

■
 

■
●
 

’
■
少
『

1.380 

注１）「調査結果｣。
２）前出表40-Ｇは、経営の中に、商
品販売、サービス業､運送をふくむ。
しかし、商品販売のチェーン店、小
売店やサービス業の映画館等には、
下請の概念はあてはまらない。した
がって元請、下請を製造加工業、土
木・建築に限定して計算し直したの
が本表である。

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
宮
崎
県
の
よ
う
に
、
「
政
府
の
五

○
年
調
査
で
は
、
部
落
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
七
○
も
地
区
が
あ

る
」
（
同
、
四
七
ペ
ー
ジ
）
の
で
あ
る
。
か
つ
て
「
部
落
も
差
別
も

な
い
」
と
い
っ
て
い
た
長
崎
県
が
運
動
の
結
果
と
し
て
そ
の
存
在
を

み
と
め
た
と
い
う
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
「
部
落
も
差
別
も
な
い
」

と
す
る
各
府
県
に
も
、
運
動
の
発
展
と
行
政
の
怠
慢
の
克
服
に
よ
っ

て
、
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
は
大
き
い
の
で

あ
る
。
「
東
京
都
の
都
政
が
八
同
和
Ｖ
対
策
室
を
設
け
て
部
落
差

別
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
解
決
を
主
張
し
は
じ
め
た
の
は
、
美
濃
部

革
新
都
政
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
、
今
日
に
い
た

る
ま
で
、
都
内
の
八
同
和
Ｖ
地
区
を
指
定
し
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る

八
差
別
は
あ
っ
て
も
、
部
落
は
な
い
Ｖ
と
い
う
態
度
を
一
貫
し
て
継

続
し
て
い
る
こ
の
虚
偽
と
非
科
学
性
に
よ
っ
て
、
東
京
都
の
八
同

和
Ｖ
行
政
は
進
展
で
き
な
い
。
」
（
『
部
落
解
放
」
’
九
七
六
年
葭
時
号
、

第
八
六
号
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
点
に
、
地
区
指
定
の
も
つ
意
義

が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
山
中
多
美
男
「
八
地
名
総
鑑
Ｖ
糾
弾
の
闘
い
」
「
部
落
解
放
」
’

九
七
七
年
臨
時
号
、
第
二
一
一
号
。

（
３
）
『
朝
日
新
聞
」
一
九
七
八
年
四
月
一
一
八
日

（
４
）
Ｈ
・
エ
ゴ
ー
ロ
フ
「
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
に
関
す
る
レ
ー
ニ

ン
の
労
作
に
つ
い
て
」
レ
ー
ニ
ン
、
大
山
岩
雄
編
訳
「
ロ
シ
ア
農
業

問
題
」
（
レ
ー
ニ
ン
農
業
問
題
体
系
Ⅱ
）
改
造
社
版
、
’
九
一
一
三
年
、

一
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

(単位1,000人）第41表わが国における就業構造の変化

自営業者 家族従業者 雇用者総 数年 次

1％） 
280 

5） 
1００ 

Ｊ
 

％
⑬
Ｊ
卯

４
８
７
４
 

(31 
１２ 

5％） 
780 

Ｊ
 

％
Ⅱ
ｊ
別
Ｊ
卯
ｊ
Ⅱ

０
９
０
９
０
３
０
３
 

(2５ 
１０ 

(4３ 
１７ 

1955年(昭30）

1958年

1959年

(100 
４０ 

(2６ 
１１ 

(49.8） 
２１．３９０ 

(2３ 
１０ 

(100 
４２ 

(230） 
９，９６０ 

(19.9） 
９．３９０ 

(25.1） 
1０．８９０ 

(51.9） 
２２．５００ 

(100 
４３ 

(19.3） 
９，１５０ 

(15.9） 
８．０５０ 

(60.8） 
２８，７６０ 

(65-5） 
33,060 

(69.8） 
３６．１２０ 

(100 
４７ 

1965年

(15.4） 
７，７７０ 

(18.0） 
９．３２０ 

(100.0） 
５０．４９０ 

1970年

(12.1） 
６．２５０ 

(100.0） 
５１．７８０ 

1975年

｢労働白書」エ976版。注1）



115労働問題と「差別」 114 

労
働
者
の
「
た
ま
り
場
」
と
し
て
、
再
生
産
さ
れ
て
き
た
地
域
集
落

も
し
く
は
居
住
地
域
と
い
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
現
在
の
部
落
と
は
、
そ
の
内
実
に
そ
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
失
業

・
半
失
業
な
ら
び
に
底
辺
労
働
者
の
密
集
地
区
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
部
落
を
、
他
の
労
働
者
地
区
と
区
別
す
る
も
の
は
、
さ
き
に
も

指
摘
し
た
失
業
・
半
失
業
者
の
異
常
な
高
率
ざ
で
あ
り
、
底
辺
労
働

者
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
量
的
な
差
異
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

質
的
な
差
異
で
は
な
い
量
的
な
差
異
が
、
あ
た
か
も
質
的
差
異
の
よ

う
に
映
じ
、
部
落
を
一
般
居
住
地
域
と
区
切
る
も
の
は
、
一
つ
は
、

歴
史
的
な
部
落
差
別
に
よ
っ
て
部
落
が
居
住
地
域
に
は
不
適
な
場
所

に
お
し
こ
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
立
地
条
件
（
た
と
え
ば
、
「
京
都

府
全
体
の
傾
向
か
ら
み
る
と
、
立
地
的
に
は
、
地
区
の
六
九
％
が
一

般
集
落
や
都
市
か
ら
離
れ
た
山
麓
、
川
端
、
谷
間
な
ど
、
生
活
の
場

と
し
て
は
不
適
当
な
地
域
に
あ
り
」
、
和
歌
山
県
で
も
ま
た
「
同
和

地
区
の
立
地
状
況
は
、
全
般
的
に
崖
地
、
河
川
敷
あ
る
い
は
低
湿
地

等
、
劣
悪
な
環
境
状
況
に
置
か
れ
」
、
ま
た
埼
玉
県
の
「
同
和
地
区

の
立
地
条
件
を
見
る
と
河
川
沿
い
、
沼
地
、
荒
地
な
ど
生
活
条
件
の

悪
い
所
に
位
置
し
て
い
る
も
の
が
多
く
」
山
口
県
の
「
同
和
地
区
の

多
く
は
、
お
お
む
ね
河
川
沿
い
の
低
湿
地
、
急
傾
斜
地
、
山
間
僻
地

等
一
般
的
に
居
住
条
件
の
悪
い
立
地
条
件
の
悪
い
不
適
当
な
立
地
条

件
で
生
活
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
環
境
的
に
も
文
化
的

（
１
）
 

に
も
一
恩
ま
れ
て
い
な
い
」
等
々
、
「
河
川
の
周
辺
、
沼
沢
地
、
傾
斜

②
「
高
度
成
長
」
に
さ
さ
え
ら
れ
た
好
況
期
に
お
い
て
も
、
部
落

に
お
け
る
失
業
率
は
異
常
な
高
さ
（
七
四
年
二
九
・
五
％
）
を
な
し
、

不
況
期
に
入
る
と
さ
ら
に
増
大
し
（
七
七
年
三
一
一
・
七
％
）
た
こ
と
。

③
た
ま
た
ま
失
業
を
ま
ぬ
が
れ
た
部
落
労
働
者
の
大
半
は
、
小
零

細
企
業
の
労
働
者
で
あ
り
、
そ
の
職
種
は
い
わ
ゆ
る
「
単
純
労
働
職

種
」
と
い
わ
れ
る
肉
体
労
働
の
不
熟
練
職
種
で
あ
り
、
そ
の
雇
用
形

態
は
、
臨
時
工
、
社
外
工
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
の
不
安
定
雇

用
形
態
で
の
雇
用
が
多
く
、
そ
の
賃
金
は
全
国
水
準
の
約
六
五
％
、

大
阪
府
の
約
五
八
％
で
あ
り
、
年
収
一
○
○
万
円
未
満
の
労
働
者
の

比
重
（
二
六
％
）
は
、
全
国
（
’
一
・
八
％
）
の
一
一
倍
以
上
、
大
阪

府
（
七
・
一
一
％
）
の
三
・
五
倍
で
あ
り
、
退
職
金
の
恩
恵
に
あ
ず
か

ら
な
い
も
の
は
四
二
％
、
雇
用
保
険
・
健
康
保
険
》
労
災
保
険
・
厚

生
年
金
等
の
社
会
保
障
制
度
の
恩
恵
に
浴
さ
な
い
も
の
約
三
割
か
ら

四
割
と
い
う
状
態
に
お
か
れ
、
更
に
就
職
差
別
や
職
場
の
差
別
を
負

荷
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
の
社
会
に
お
け
る
部
落
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
あ
る
程
度
の
一
般
的
規
定
を
お
こ
な
い

う
る
の
で
あ
る
。

部
落
と
は
、
歴
史
的
に
は
、
明
治
維
新
以
来
の
封
建
的
な
農
業
関

係
の
残
存
と
封
建
的
な
身
分
関
係
（
天
皇
・
皇
族
・
華
族
・
士
族
・

平
民
・
新
平
民
）
の
保
持
に
支
え
ら
れ
て
再
生
産
さ
れ
、
日
本
資
本

主
義
の
発
展
を
貫
通
し
た
二
重
の
基
礎
原
理
（
高
率
小
作
料
と
低
賃

地
等
、
災
害
を
受
け
や
す
い
、
土
地
利
用
上
極
め
て
条
件
の
悪
い
と

（
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こ
ろ
に
立
地
」
し
て
い
る
が
全
国
辻
〈
通
の
現
象
で
あ
る
）
で
一
の
り
、

第
二
に
は
こ
の
立
地
条
件
に
も
と
づ
く
災
害
の
頻
発
と
貧
困
の
悪
循

環
で
あ
り
、
第
三
に
は
行
政
的
差
別
に
よ
る
社
会
的
生
活
環
境
水
準

の
低
劣
さ
（
上
下
水
道
、
福
祉
施
設
、
教
育
施
設
、
公
園
、
防
災
施

設
、
交
通
、
医
療
機
関
等
の
低
劣
さ
）
で
あ
り
第
四
に
は
こ
れ
ら
の

歴
史
的
差
別
と
行
政
的
差
別
を
さ
さ
え
る
社
会
的
差
別
と
行
政
的
差

別
を
さ
さ
え
る
社
会
的
差
別
意
識
（
こ
の
差
別
意
識
の
中
に
は
、
さ

き
に
の
べ
た
戦
後
に
生
き
の
こ
っ
た
身
分
的
差
別
意
識
が
ふ
く
ま
れ

て
い
る
）
で
あ
る
。

部
落
解
放
運
動
が
、
部
落
の
立
地
条
件
を
ふ
く
め
た
生
活
環
境
改

善
の
た
め
の
運
動
、
政
治
的
・
行
政
的
差
別
撤
廃
の
た
め
の
運
動
、

差
別
意
識
に
た
い
す
る
文
化
・
教
育
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る

の
も
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
す
で
に
、
階
級
社
会
は
差
別
社
会
で
あ
り
、
資

本
主
義
社
会
も
ま
た
階
級
社
会
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
に
差
別
意
識

を
生
み
出
す
こ
と
、
し
か
し
、
資
本
主
義
は
、
商
品
生
産
が
一
般
化

し
た
社
会
で
あ
り
、
労
働
力
の
商
品
化
を
そ
の
経
済
的
根
底
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
商
品
交
換
の
形
式
（
自
由
に
し
て
独
立
し
た
商

品
所
有
者
の
交
換
と
い
う
形
式
）
に
も
と
づ
い
て
、
自
由
・
平
等
と

い
う
意
識
を
生
み
出
す
と
同
時
に
、
労
働
力
商
品
の
売
買
の
内
実

（
経
済
的
不
平
等
・
搾
取
）
に
も
と
づ
い
て
、
差
別
意
識
を
も
ま
た
生

金
）
が
生
み
出
す
労
働
者
・
農
民
の
反
抗
・
闘
争
を
鎮
静
さ
せ
る
重

石
と
し
て
、
ま
た
安
価
な
労
働
力
を
、
資
本
の
必
要
に
応
じ
て
不
断
に

供
給
す
る
農
村
と
相
な
ら
び
労
働
力
の
給
源
と
し
て
、
し
た
が
っ
て

失
業
者
・
半
失
業
者
の
「
た
ま
り
場
」
と
し
て
存
続
し
て
き
た
地
域

集
落
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
戦
後
は
、
敗
戦
に
接
続
す
る
封
建
的

農
業
関
係
の
解
体
（
農
地
改
革
）
と
身
分
関
係
の
消
滅
を
み
た
が
（
し

か
し
完
全
な
消
滅
で
は
な
か
っ
た
。
戦
前
の
天
皇
・
皇
族
・
華
族
・

士
族
・
平
民
・
新
平
民
と
い
う
身
分
関
係
の
大
半
は
消
失
し
た
が
、

最
頂
点
と
し
て
の
天
皇
・
皇
族
は
残
っ
た
八
戦
前
の
絶
対
主
義
的
な

天
皇
で
は
な
く
、
社
会
に
規
定
さ
れ
た
天
皇
・
皇
族
と
し
て
で
あ
っ

て
も
Ｖ
身
分
制
の
最
頂
点
と
し
て
の
天
皇
・
皇
族
の
存
続
は
、
暗
黙

の
う
ち
に
、
そ
の
対
極
と
し
て
の
最
底
身
分
の
存
続
を
想
定
す
る
。
戦

後
「
民
主
主
義
」
が
お
題
目
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
な
が
ら
、
「
血
統
，
｜

「
門
閥
」
「
名
門
」
へ
の
一
「
迷
信
」
と
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
身
分
的
意

識
が
存
続
す
る
物
的
基
礎
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
周
知
の

よ
う
に
階
級
と
身
分
と
は
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
。
ち
が
い
は
、
身

分
と
は
、
権
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
「
聖
化
」
さ
れ
、
う
ら
づ
け

ら
れ
た
階
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
階

級
的
差
別
と
そ
の
差
別
意
識
が
存
在
す
る
限
り
、
階
級
的
差
別
意
識

は
、
そ
の
足
が
か
り
さ
え
あ
れ
ば
、
容
易
に
身
分
差
別
意
識
に
転
化

す
る
も
の
で
あ
る
。
）
社
会
に
広
汎
に
存
在
す
る
差
別
意
識
と
行
政

的
差
別
を
外
枠
（
フ
レ
ー
ム
）
と
し
、
失
業
者
・
半
失
業
者
と
底
辺
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と
、
本
物
に
な
ら
な
い
時
代
に
入
っ
て
き
た
」
と
の
べ
て
い
る
の
塁
⑧

こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
ｃ

一
、
年
功
賃
金
の
成
立
と
現
状

戦
前
に
お
け
る
年
功
賃
金
の
成
立
期
に
関
し
て
は
論
議
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
年
功
賃
金
の
成
立
に
関
し

て
は
、
そ
れ
が
年
齢
別
最
低
保
障
絵
Ⅱ
年
齢
別
賃
金
と
し
て
の
電
産

型
賃
金
の
成
立
二
九
四
七
年
）
と
公
務
員
に
お
け
る
一
、
八
○
○

円
の
ニ
ー
ス
」
賃
金
を
媒
介
と
し
て
、
ほ
ぼ
、
一
九
四
八
’
五
○

年
頃
に
は
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
は
な
か
ろ
う
。
年
齢
別

賃
金
は
、
い
わ
ゆ
る
「
経
験
年
数
換
算
」
を
媒
介
と
し
て
容
易
に
年

功
賃
金
に
転
化
し
た
し
、
ま
た
「
ベ
ー
ス
賃
金
」
に
見
ら
れ
る
労
働

市
場
の
企
業
別
分
断
、
個
別
企
業
内
の
経
理
能
力
の
枠
内
に
お
け
る

人
件
費
コ
ス
ト
（
賃
金
コ
ス
ト
）
へ
の
賃
金
概
念
の
倭
小
化
が
、
年

功
賃
金
の
成
立
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
（
年
功
賃
金
の
成
立
過
程

な
ら
び
に
そ
の
典
型
と
し
て
の
公
務
員
賃
金
の
成
立
・
変
遷
の
過
程

に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
日
本
の
賃
金
運
動
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
’

九
六
四
年
、
拙
稿
『
日
本
の
経
済
構
造
の
変
化
と
賃
金
決
定
機
構
」

氏
原
・
倉
野
・
舟
橋
・
松
尾
・
吉
村
編
『
講
座
Ⅱ
現
代
の
賃
金
』

八
－
Ｖ
社
会
思
想
社
二
九
七
七
年
、
拙
稿
「
公
務
員
の
賃
金
と
賃
金

決
定
機
構
」
『
講
座
Ⅱ
現
代
の
賃
金
』
八
Ⅱ
Ｖ
同
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、

ま
た
こ
の
年
功
賃
金
の
成
立
が
、
同
時
に
、
年
功
賃
金
の
職
務
給
的

み
出
す
こ
と
歪
そ
し
て
、
資
本
主
義
社
会
の
特
色
は
、
先
行
す
る
階

級
社
会
が
差
別
の
全
面
的
肯
定
に
立
脚
し
て
い
た
の
に
対
し
、
む
し

ろ
形
式
的
平
等
と
い
う
思
想
（
元
来
思
想
と
は
意
識
の
体
系
化
し
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
）
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
実
質
的
な
差
別

の
思
想
を
つ
つ
み
こ
む
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
資

本
主
義
社
会
が
、
必
然
的
に
差
別
の
意
識
・
思
想
を
生
み
出
す
と
し

て
も
、
そ
れ
は
資
本
主
義
一
般
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
そ
の
一
般
的
性
格
を
前
提
と
し
て
、
夫
々
の
資
本
主
義
社
会

（
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
日
本
資
本
主
義
）
に
お
い
て
、
そ
れ
が
生
み

出
さ
れ
る
具
体
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
特
性
を
あ
き
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
第
一
章
、
第
二
章
に
お
い
て
、
私
が
、

区
別
と
差
別
を
論
じ
、
階
級
社
会
と
し
て
の
資
本
主
義
も
ま
た
差
別

意
識
を
必
然
的
に
生
み
出
す
こ
と
を
指
摘
し
、
第
三
章
に
お
い
て
一

気
に
具
体
的
領
域
に
つ
き
す
す
ん
で
、
部
落
労
働
の
実
態
を
あ
き
ら

か
に
し
た
の
も
、
実
は
、
第
一
章
、
第
二
章
の
抽
象
的
、
｜
般
的
な

叙
述
と
、
第
三
章
の
具
体
的
事
実
の
叙
述
と
を
結
ぶ
結
節
環
と
し
て

の
、
こ
の
章
を
想
定
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
私
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
性
や
規
定
す
る
労
働
力
商
品

の
売
買
の
形
式
、
あ
る
い
は
、
労
働
力
商
品
の
売
買
を
基
軸
と
す
る

労
使
関
係
の
特
色
は
年
功
賃
金
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

私
は
こ
こ
で
、
年
功
賃
金
が
、
い
か
に
差
別
に
結
び
つ
く
か
を
あ
き

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
な
お
、
私
は
さ
き
に
、

修
正
（
い
わ
ゆ
る
職
務
給
化

の
第
一
波
）
期
と
時
を
同
じ

く
し
た
こ
と
は
教
訓
的
で
あ

る
。
こ
れ
は
年
功
賃
金
は
、

純
粋
な
年
功
賃
金
と
し
て
は

単
独
に
は
、
現
在
の
も
と
に

お
い
て
は
存
続
し
え
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
（
第
四
二
表

は
一
九
七
○
年
に
お
け
る
賃

金
体
系
別
の
企
業
数
及
び
労

働
者
数
の
割
合
を
示
す
。
こ

の
表
に
お
い
て
仕
事
給
の
単

一
型
以
外
は
す
べ
て
年
功
賃

金
と
職
務
・
職
能
給
な
ど
の

併
存
・
混
合
型
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
七
五
年

に
お
て
は
、
企
業
数
に
お
い

て
は
三
○
・
四
％
、
適
用
労

働
者
数
に
お
い
は
一
三
・
八

％
以
外
は
、
す
べ
て
、
年
功

賃
金
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の

上
、
単
一
型
の
仕
事
絵
に
お

搾
取
こ
そ
が
根
元
的
な
差
別
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
根
元
的

な
差
別
か
ら
、
政
治
的
・
社
会
的
・
文
化
的
差
別
が
派
生
し
、
社
会

意
識
と
し
て
の
差
別
も
ま
た
生
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
搾
取
を
差

別
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
耳
な
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
差
別
な
る
も
の
が
「
あ
る
一
定
の
区
別

が
、
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
わ
け
ら
れ
る
特
定
集
団
に
た
い
し
て
、
経
済

的
・
政
治
的
・
社
会
的
・
文
化
的
な
不
利
益
を
継
続
的
に
与
え
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
産
手
段
の
所
有
・
非
所
有
と
い
う

区
別
に
よ
っ
て
、
剰
余
労
働
を
吸
収
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
元
的

な
差
別
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
大
賀
正
行
氏
が
一
「
｜
般
的
本

質
的
に
つ
い
て
、
差
別
は
八
私
的
所
有
の
属
性
Ｖ
で
あ
り
八
搾
取
の

観
念
形
態
で
あ
る
Ｖ
・
階
級
の
あ
る
と
こ
ろ
、
搾
取
の
あ
る
と
こ
ろ

必
ず
差
別
が
存
在
す
る
。
従
っ
て
資
本
主
義
社
会
も
ま
た
差
別
を
属

（
３
）
 

性
と
す
る
」
と
述
べ
、
平
垣
美
代
司
氏
が
「
日
本
の
階
級
闘
争
を
一
魂

議
す
る
時
、
我
々
は
、
今
ま
で
例
え
ば
八
政
府
独
占
Ｖ
な
ど
と
い
う

言
い
方
で
日
本
の
支
配
構
造
を
と
ら
え
る
。
彼
ら
の
我
々
に
対
す
る

支
配
へ
の
認
識
は
、
通
常
八
搾
取
・
収
奪
Ｖ
と
い
う
把
握
を
し
て
き

た
。
け
れ
ど
も
現
在
で
は
、
こ
の
上
に
、
日
本
の
階
級
闘
争
の
中
で

の
支
配
の
貫
徹
を
八
差
別
Ｖ
と
い
う
思
想
的
な
位
置
で
と
ら
え
る
こ

と
が
非
常
に
大
事
な
時
期
に
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
搾
取
や
収
奪
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
差
別
に
反
対
す
る

こ
と
だ
と
い
う
思
想
を
根
拠
に
労
働
運
動
自
身
も
ち
ゃ
ん
と
し
な
い

賃金体系別企業数及び労働者数の割合

（企業規模30人以上、1975年９月）

第42表

会４ZＥ
総合給
体系

雇人給
体系併存型年次｜合計

企i労
52.7;４３．７ 
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●
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１
４
７
 

労

６
９
４
 

企
８
０
９
 

７
２
８
 

労
６
７
２
 

１
２
２
 

企
一
郎
剛
川

詞
●
●
０
０
０
０
０
０
Ｕ
０
Ｃ
①
●
●
●
●
●
０
●
●
０
０
・

企一加川川
労一皿皿皿
企一皿皿皿

1970 

1974 

1975 

40.9137.6 

48.8ｉ４８．８ 

注）労働省「賃金労働時間割度総合度調剤。
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て
も
、
職
能
給
の
場
合
、
職
務
の
遂
行
能
力
判
定
の
基
準
と
し
て

年
功
を
採
用
し
て
い
る
企
業
も
多
く
、
名
前
は
職
能
給
で
も
事
実
に

は
、
職
務
給
と
結
合
し
た
年
功
賃
金
と
考
え
ら
れ
る
職
能
給
も
多

い
。
し
た
が
っ
て
、
年
功
賃
金
の
比
重
は
、
さ
ら
に
増
大
す
る
）
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
年
功
賃
金
そ
れ
自
身
を
対
象
と
し
て
詳
し
く

究
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
年
功
賃
金
が
、
さ
き

に
あ
き
ら
か
に
し
た
部
落
の
実
態
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
て
い
る

か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
う
し
て
成
立
し
、
現
在
、
わ
が
国
で
支
配
的
な
賃
金
体
系
で
あ
る

年
功
賃
金
を
規
定
す
る
諸
要
因
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
が
、
部

落
に
た
い
し
て
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
と
す

る
。

二
、
年
功
賃
金
を
規
定
す
る
諸
要
因
と
部
落

年
功
賃
金
と
は
、
初
任
給
（
単
身
者
賃
金
）
を
出
発
点
と
し
、
勤

続
年
数
に
よ
っ
て
昇
給
し
（
通
常
は
一
年
毎
、
そ
の
場
合
自
動
昇
給

と
考
課
昇
給
の
二
種
も
し
く
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
）
そ
の
過
程
で
、

’
一
人
、
三
人
、
四
人
の
生
計
費
に
対
応
す
る
賃
金
額
に
到
達
し
、
定

年
を
も
っ
て
終
結
す
る
賃
金
体
系
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
功

賃
金
と
定
年
制
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
退
職
金
制
度
や

厚
生
年
金
制
度
が
こ
れ
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の

限
り
に
お
い
て
は
、
年
功
賃
金
と
は
、
労
働
者
個
人
の
ラ
イ
フ
サ
ィ

術
も
し
く
は
技
能
の
累
進
の
反
映
で
な
く
（
｜
般
の
熟
練
な
ら
ば
、

せ
い
ぜ
い
三
年
か
ら
五
年
、
専
門
職
の
熟
練
で
も
、
五
’
七
年
で
足

り
る
）
、
む
し
ろ
企
業
へ
の
忠
誠
度
を
は
か
る
具
体
的
な
表
示
（
数

字
を
も
っ
て
す
る
）
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
体
系
の
根
底
に
潜
む
思

想
は
「
忠
臣
は
二
君
に
ま
み
え
ず
」
と
い
う
古
い
封
建
思
想
で
あ

る
。
本
工
優
先
の
思
想
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
経
験
年
数
換
算
」
と

い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
他
企
業
で
の
勤
続
年
数
は
、

七
割
、
も
し
く
は
五
割
と
い
う
よ
う
に
換
算
さ
れ
る
。
他
企
業
へ
の

転
出
は
阻
止
さ
れ
、
他
企
業
か
ら
の
中
途
採
用
者
は
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
「
子
飼
い
労
働
者
」
と
は
、
一
段
下
の
コ
ー
ス
を
辿
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
子
飼
い
に
し
ろ
、
中
途
採
用
者
に
し
る
本
採
用
者
は
、

企
業
に
と
っ
て
は
基
本
的
戦
力
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
資
本
主
義

社
会
は
恐
慌
・
不
況
・
中
位
の
活
況
・
繁
栄
と
い
う
循
環
局
面
を
さ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
採
用
者
は
、
不
況
期
に
お
い
て
も
、
企

業
が
活
動
を
継
続
し
う
る
最
低
限
の
量
に
お
さ
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
当
然
、
好
況
期
・
繁
栄
期
に
お
い
て
、
企
業
が
フ
ル
回
転
を
す

る
た
め
の
補
助
的
戦
力
の
補
充
を
必
至
化
す
る
。
景
気
が
変
動
し
た

ら
直
ち
に
企
業
か
ら
切
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
る
労
働
力
（
臨
時
工

・
社
外
工
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
）
が
登
場
す
る
必
然
性
が
生

れ
る
。
こ
う
し
て
雇
用
形
態
に
よ
る
労
働
者
の
区
別
は
二
種
の
「
身

分
的
差
別
」
に
転
じ
る
。

勤
続
年
数
が
累
積
す
る
に
つ
れ
て
賃
金
も
昇
給
に
よ
っ
て
上
昇
し

ク
ル
を
想
定
し
、
こ
れ
に
対
応
し
た
賃
金
を
設
定
し
て
ゆ
く
生
活
絵

体
系
と
も
い
え
る
（
近
年
一
部
に
お
い
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
が
は

な
ば
な
し
く
登
場
し
た
が
、
す
で
に
、
早
く
か
ら
、
年
功
賃
金
は
、

こ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
依
拠
し
て
い
た
。
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論

は
、
年
功
賃
金
が
依
拠
し
て
い
た
思
考
を
体
系
化
し
、
「
理
論
化
」

し
た
ち
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
論
は
、
必
ず
、
功
年
賃
金
論
に
ゆ
き
つ
く
も
の
で
あ
る
）
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
年
功
賃
金
と
は
、
賃
金
学
説
史
的
に
は
、
「
労
働
力

の
価
格
」
理
論
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
く
、
賃
金
Ⅱ
生
存
費
説
に

依
拠
す
る
賃
金
と
も
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
年
功
賃
金
は
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
労
働
市
場

の
企
業
別
分
断
と
企
業
の
経
理
能
力
の
枠
内
に
お
け
る
人
件
費
算
定

の
基
礎
と
し
て
の
ベ
ー
ス
賃
金
の
成
立
を
も
っ
て
確
立
し
、
今
度
は

逆
に
、
労
働
市
場
の
企
業
別
分
断
を
固
定
化
し
、
賃
金
が
経
理
能
力

の
枠
内
に
お
け
る
人
件
費
の
内
部
で
運
動
す
る
こ
と
を
固
定
化
し
た

も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
勤
続
年
数
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
上
昇
す
る
と
い
う
こ
と
、

別
言
す
れ
ば
、
昇
給
（
典
型
的
に
は
自
動
昇
給
）
は
、
労
働
者
が
企

業
内
に
定
着
し
、
定
年
ま
で
勤
続
す
る
こ
と
を
予
定
し
、
ま
た
そ
れ

を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
度
就
職
す
れ
ば
定
年
ま
で
忠

勤
を
励
む
い
わ
ゆ
る
「
子
飼
」
い
労
働
者
を
優
先
す
る
思
想
が
こ
こ

か
ら
生
れ
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
勤
続
年
数
の
累
積
が
、
技

て
ゆ
く
本
工
と
、
何
年
た
っ
て
も
昇
給
が
な
く
賃
金
の
上
ら
な
い
霞

時
工
（
こ
の
臨
時
工
に
、
私
は
不
安
定
雇
用
形
態
の
も
と
で
働
く
労

働
者
を
代
表
さ
せ
る
）
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
定
年
ま
で
は

雇
用
の
保
障
さ
れ
て
い
る
本
工
と
、
い
つ
で
も
企
業
の
都
合
に
よ
っ

て
整
運
さ
れ
る
臨
時
工
、
退
職
金
や
社
会
保
障
制
度
や
企
業
内
福
祉

施
設
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
本
工
と
そ
れ
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
葭

時
工
、
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
区
別
で
は
な
く
差
別
で
あ
る
。
本

来
、
「
身
分
」
と
は
、
厳
密
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
の
べ
た
よ

う
に
「
権
力
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
、
権
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
規

定
さ
れ
た
階
級
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
類
似
語
と
し
て
、
封

建
的
身
分
に
類
し
た
一
定
の
社
会
的
地
位
を
、
カ
ッ
コ
つ
き
の
「
身

分
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
使
用
す
る
な
ら
ば
、
本
工
と
臨
時
工
と

の
間
の
一
厘
用
形
態
別
の
差
別
は
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
あ
き
ら

か
に
本
工
と
臨
時
工
と
の
「
身
分
的
」
（
カ
ッ
コ
つ
き
の
）
差
別
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
身
分
的
」
差
別
の
存
在

す
る
限
り
、
差
別
の
意
識
も
ま
た
労
働
者
の
内
部
に
発
生
す
る
。
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
分
断
し
て
支
配
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
が
支

配
の
鉄
則
で
あ
る
以
上
、
労
務
管
理
政
策
上
、
こ
の
差
別
の
意
識
が

陰
に
陽
に
鼓
吹
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

企
業
内
の
被
差
別
者
と
し
て
の
臨
時
工
が
、
密
集
し
て
最
も
多
く
の

滞
留
・
沈
殿
し
て
い
る
地
域
は
部
落
で
あ
っ
た
。
（
私
は
さ
き
に
、

部
落
労
働
者
の
意
識
に
反
映
さ
れ
た
実
態
に
お
い
て
は
、
常
用
労
働
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者
は
七
二
・
八
％
で
あ
る
が
、
賃
金
形
態
か
ら
推
測
す
る
と
五
○
％

前
後
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
）
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
は
、
本
工
・
臨
時
工
の
「
身
分
的
」
差
別
は
、
臨
時
工
へ
の
差
別

意
識
を
通
じ
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
部
落
へ
の
差
別
意
識
を
再
生
産

、
す
る
の
で
あ
る
。

年
功
賃
金
は
、
ま
た
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
勤
続
年
数
に
ス

ラ
イ
ド
し
て
上
昇
す
る
賃
金
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
カ
年
に
い
く

ら
上
昇
す
る
か
と
い
う
金
額
（
昇
給
間
差
）
を
き
め
る
合
理
的
基
準

は
存
在
し
な
い
。
合
理
的
基
準
の
な
い
場
合
、
昇
給
間
差
額
を
決
定

す
る
も
の
は
労
使
の
力
関
係
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
も
し
年
功
と
い

う
本
来
不
合
理
な
賃
金
体
系
を
前
提
と
し
、
合
理
的
基
準
に
近
い

体
系
を
創
出
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
、
結
婚
時
（
二
人
世
帯

形
成
時
）
、
第
一
子
出
産
時
（
三
人
世
帯
形
成
時
）
、
等
々
を
統
計
的

に
確
定
し
て
、
そ
の
時
点
、
時
点
に
、
標
準
生
計
費
（
｜
人
世
帯
、

二
人
世
帯
、
等
々
の
）
を
対
応
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
結
ぶ
線
を

ひ
き
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
昇
給
問
差
額
と
す
る
位
が
精
一
杯
の
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
個
別
企
業
毎
に
賃
金
源
資

が
、
そ
の
経
理
能
力
に
応
じ
て
き
ま
っ
て
お
り
、
労
働
者
数
と
、
そ

れ
ら
の
勤
続
年
数
と
労
働
者
の
勤
続
年
数
別
の
構
成
に
よ
っ
て
、
昇

給
間
差
額
が
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
条
件
が
同
じ

な
ら
ば
、
経
理
能
力
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
昇
給
間
差
額
は
大
と

な
り
、
ま
た
労
働
者
の
勤
続
年
数
別
構
成
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
型
に
近
け

②
同
一
労
働
、
同
一
賃
金
の
原
則
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
年
功
賃

金
は
、
生
活
の
最
低
保
障
の
原
則
を
、
い
わ
ば
、
時
系
列
と
い
う
縦

の
系
列
に
お
い
て
、
不
完
全
に
し
ろ
充
足
す
る
と
し
て
も
、
同
一
労

働
・
同
一
賃
金
の
原
則
と
は
対
立
し
、
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
原
則
と
は
、
熟
練
度
が

同
一
と
社
会
的
に
認
定
さ
れ
た
職
種
に
属
す
る
労
働
者
の
賃
金
は
、

性
・
年
齢
・
人
種
・
信
教
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
賃
金

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
賃
金
支
払
の
公
正
の
原
則
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
年
功
賃
金
と
は
、
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
賃
金
を
き
め

る
制
度
で
あ
り
、
む
し
ろ
同
一
労
働
・
異
種
賃
金
を
建
前
と
す
る
賃

金
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
原
則
と
は
、
真

向
か
ら
対
立
し
、
こ
れ
を
否
定
す
る
賃
金
で
あ
っ
た
。
勤
務
す
る
企

業
が
い
か
な
る
規
模
で
あ
ろ
う
と
、
年
齢
や
勤
続
年
数
が
い
か
よ
う

で
あ
ろ
う
と
、
同
じ
労
働
を
し
て
い
れ
ば
同
じ
賃
金
で
あ
る
べ
き
だ

と
す
る
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
原
則
の
も
と
に
お
い
て
は
私
が
さ

き
程
指
摘
し
た
、
臨
時
工
、
社
外
工
の
よ
う
な
労
働
者
内
部
の
雇
用

形
態
の
差
異
に
依
拠
す
る
あ
る
種
の
「
身
分
的
差
別
」
も
生
じ
る
余

地
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
年
功
賃
金
は
、
差
別
の
体
系
と
も

な
お
、
さ
き
に
、
私
は
、
年
功
賃
金
は
、
臨
時
工
・
社
外
工
を
排

除
し
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
犠
牲
に
し
て
、
本
工
に
雇
用
の
安
定
と
昇

給
と
を
保
障
す
る
体
系
で
あ
る
と
の
べ
た
。
そ
の
際
、
私
は
、
年
功

い
え
一
６
。

い
Ｐ
ｌ
ｄ
‐
い
り
』
、
Ｐ
‐
Ｋ
ｌ
ｃ
●
Ｔ
Ｉ
Ｔ
‐
は
一
画
・
子
１
，
勺
十
ｈ
Ｄ
ｘ
０
８
』
、
・
含
Ｐ
．
。
、
Ⅲ
』
一
・
一
一
．
月
・
ヤ
ム
ヴ
タ
ド
凸

れ
ぱ
近
い
程
、
昇
給
間
差
額
は
大
と
な
り
、
そ
の
逆
の
場
合
に
は
、

そ
の
差
額
も
ま
た
小
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
年
功
賃
金
が
存

立
す
る
基
盤
と
し
て
の
労
働
市
場
の
企
業
別
分
断
と
、
年
功
賃
金
そ

の
も
の
に
よ
る
昇
給
間
差
額
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
異
常
に
大
き
い

賃
金
の
規
模
別
企
業
間
格
差
を
生
み
出
す
。
前
出
第
一
八
’
一
二
表

は
、
こ
の
企
業
規
模
別
賃
金
格
差
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
大
企
業
と
中
小
零
細
企
業
と
の
関
係

は
、
単
な
る
大
中
小
の
大
き
さ
の
関
係
の
み
で
な
く
、
下
請
け
、
再

下
請
け
等
の
支
配
・
従
属
関
係
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
労
働
者
の
意
識
の
内
部
に
大
企
業
志
向
が
生
れ
、
大

・
中
・
小
、
な
ら
び
に
下
請
け
、
再
下
請
け
等
の
企
業
関
係
に
対
応

し
た
優
越
・
差
別
感
と
屈
従
感
、
被
差
別
感
が
形
成
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
企
業
間
関
係
が
、
そ
の
ま
ま
、
労
働
者
の

意
識
に
反
映
す
る
の
は
、
労
働
者
内
部
に
、
労
働
者
と
し
て
の
連
帯

感
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
連
帯
感
の
欠
如
を
再
生
産
し
て
い
る
も
の
も
、
ま
た
年
功
賃
金
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
年
功
賃
金
は
、
勤
続

年
数
を
も
っ
て
賃
金
を
格
差
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
労

働
力
の
質
的
差
異
を
表
示
す
る
労
働
の
質
的
差
異
、
別
言
す
れ
ば
、

熟
練
・
半
熟
練
・
不
熟
練
の
よ
う
な
労
働
の
社
会
的
格
付
け
に
よ
っ

て
、
賃
金
が
ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
る
賃
金
体
系
と
は
別
個
の
も
の
で
あ

っ
た
。
賃
金
決
定
の
二
大
原
則
は
、
①
生
活
の
最
低
保
障
の
原
則
と

賃
金
か
ら
排
除
さ
れ
る
労
働
者
と
し
て
、
婦
人
労
働
者
の
存
在
を
省

略
し
た
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
本
工
で
あ
っ
て
も
、
婦
人
の
場
合

に
は
、
一
一
七
’
三
○
歳
前
後
で
年
功
賃
金
の
カ
ー
ブ
が
、
「
ね
て
し

ま
う
」
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
同
一
労
働
・
同
一
賃

金
の
原
則
に
立
脚
す
る
年
功
賃
金
が
、
女
性
に
対
す
る
差
別
賃
金
と

し
て
出
現
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
差
別
の
体
系
と
規
定
し
た
年
功
賃
金
の
上
に
安

住
し
、
臨
時
工
・
社
外
工
を
排
除
し
た
企
業
内
の
本
工
組
合
と
し
て

存
続
し
て
い
る
の
が
わ
が
国
の
企
業
別
組
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
差
別
の
体
系
を
温
存
し
た
ま
ま
で
、
果
し
て
、
部
落
差
別
に
対

す
る
真
実
の
共
闘
が
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
っ
て
、
全
逓
労
組
内
の
「
解
放
研
」
の
青
年
労
働
者
が
、
経
験

年
数
換
算
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
一
定
の
成
果
を
収
め
た
。
中
途

採
用
者
が
多
く
、
か
つ
小
零
細
企
業
に
勤
務
し
て
い
た
労
働
者
（
こ

の
よ
う
な
労
働
者
は
、
前
歴
加
算
に
必
要
な
証
明
書
を
手
に
い
れ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
け
だ
し
、
小
零
細
企
業
の
変
動
は
甚
だ
し

く
、
必
要
な
証
明
書
を
手
に
い
れ
よ
う
と
し
て
も
、
倒
産
・
夜
逃
げ

等
で
、
そ
の
入
手
が
困
難
な
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
）
の
多
い
部

落
に
た
い
し
て
は
、
経
験
年
数
換
算
（
Ⅱ
前
歴
加
算
）
も
、
部
落
差

別
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
指
摘
し
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
前
歴
加
算
闘
争
は
、
そ
れ
が
依
拠
す
る
年

）Ｌ坐一
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功
賃
金
体
系
の
破
棄
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
原
則
を
実
現
し
て

い
る
賃
金
制
度
に
よ
る
年
功
賃
金
へ
の
代
置
に
ま
で
は
進
ま
な
か
っ

た
。
問
題
が
正
し
く
提
起
さ
れ
な
が
ら
、
一
層
の
展
開
は
な
く
し
て

終
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
ま
で
に
、
年
功
賃
金
は
、
同
一
労
働
・
同
一

賃
金
の
原
則
を
否
定
し
、
こ
れ
と
対
立
す
る
同
一
労
働
・
差
別
賃
金

の
原
則
に
依
拠
す
る
差
別
賃
金
の
体
系
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
他

国
に
は
類
例
を
見
な
い
大
き
な
企
業
規
模
別
賃
金
格
差
を
生
み
出

し
、
勤
務
す
る
企
業
に
よ
る
労
働
者
間
の
差
別
を
生
み
出
す
こ
と
、

そ
れ
は
ま
た
本
工
の
賃
金
体
系
と
し
て
、
臨
時
工
・
社
外
工
を
排
除

し
、
こ
れ
を
犠
牲
に
し
て
の
み
存
続
で
き
る
差
別
の
体
系
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
臨
時
工
・
社
外
工
の
「
た
ま
り
場
」
と
し
て
の
部
落
に

対
す
る
差
別
の
体
系
と
し
て
機
能
す
る
ば
か
り
か
、
臨
時
工
・
社
外

工
に
た
い
す
る
差
別
感
の
延
長
線
上
に
た
い
す
る
差
別
感
情
・
差
別

意
識
を
も
、
ま
た
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。

年
功
賃
金
は
、
ま
た
婦
人
に
た
い
す
る
差
別
を
も
体
現
し
て
い
る
体

系
で
も
あ
っ
た
（
婦
人
に
た
い
ず
ろ
差
別
は
、
封
建
時
代
以
来
、
根

づ
よ
く
体
系
的
に
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
婦
人
が
参
政

権
を
も
ち
、
民
法
上
に
お
い
て
も
、
男
性
と
同
権
に
な
っ
た
の
は
、

大
平
洋
戦
争
の
敗
北
以
後
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
上
・
民
法

上
に
お
い
て
、
婦
人
の
同
権
が
宣
一
一
一
一
□
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
戦
後
の

「
民
主
主
義
社
会
」
に
お
い
て
温
存
さ
れ
た
唯
一
の
最
高
身
分
と
し

居
住
地
の
枠
内
に
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
被
差
別
を
異
常
な
高
率
で
か

か
え
こ
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
差
別
が
、
全
体
と
し
て
は
、

部
落
差
別
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
部

落
差
別
と
は
、
伝
統
的
な
封
建
的
身
分
的
差
別
意
識
の
延
長
線
に
お

い
て
、
こ
れ
に
ま
と
い
つ
か
れ
、
そ
の
外
被
を
ま
と
っ
た
資
本
主
義

的
差
別
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
年
功
賃
金
と
い
う
の
は
、
労
働
力
の
価
格
が
と
る
日
本
的

形
態
で
あ
り
、
年
功
賃
金
が
崩
壊
し
た
と
し
て
も
、
な
お
、
資
本
主

義
的
差
別
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
産
業
別
の
職
種
別
・
熟
練
度
別
賃

金
に
依
拠
す
る
他
の
国
々
に
お
い
て
、
資
本
主
義
的
搾
取
も
、
ま
た

差
別
も
存
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
抽
象
的
・
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
年
功
賃
金
が
崩
壊
し
て
も
、

部
落
差
別
が
形
を
か
え
た
資
本
主
義
的
差
別
と
し
て
存
続
す
る
可

能
性
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
・
具
体
的

に
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
独
占
資
本
の
成
立
以
来
、
戦
後
も
一

貫
し
て
、
わ
が
国
の
資
本
主
義
の
存
在
様
式
を
支
え
て
き
た
年
功
賃

金
が
崩
壊
し
た
後
、
部
落
差
別
が
ま
た
別
の
資
本
主
義
的
差
別
と
し

て
再
編
さ
れ
、
存
続
す
る
か
ど
う
か
は
、
お
そ
ら
く
年
功
賃
金
の
崩

壊
の
仕
方
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ

こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
今
日
の
部
落
差
別
は
、
封
建
社
会
の
単
な

る
残
淳
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
の
こ
り
も
の
」
で
も
な
く
、
日
本

資
本
主
義
の
労
使
関
係
の
基
軸
を
形
成
す
る
年
功
貸
金
を
通
じ
て
資

て
の
天
皇
・
皇
族
に
お
い
て
は
、
「
皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
の

男
子
が
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」
八
皇
室
典
範
第
一
条
Ｖ
と
し
て
、
女

性
は
皇
位
継
承
者
か
ら
排
除
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
天
皇
が
「
日
本

国
の
象
徴
」
で
あ
り
「
日
本
国
民
の
統
合
の
象
徴
」
八
憲
法
、
第
一

条
Ｖ
で
あ
る
限
り
、
こ
の
「
象
徴
」
に
お
け
る
女
性
差
別
の
存
在
は
、

長
い
歴
史
的
伝
統
と
相
ま
っ
て
、
女
性
の
差
別
意
識
を
再
生
産
す
る

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
、
こ
の
点
に
言

及
し
な
い
婦
人
解
放
運
動
は
皆
ニ
セ
モ
ノ
と
考
え
て
い
る
）
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
自
身
差
別
の
体
系
と
し
て
の
年
功
賃
金
は
、
そ

れ
自
身
で
、
部
落
差
別
を
支
え
る
広
汎
な
社
会
的
差
別
意
識
を
再
生

産
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
自
身
全
体
と
し
て
、
部
落
に
士

い
す
る
差
別
の
体
系
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
部
落

が
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
年
功
賃
金
に
よ
っ
て
最
も
不
利
益
を
受

け
る
臨
時
工
・
社
外
工
の
よ
う
な
不
安
定
就
労
者
・
小
零
細
企
業
の

労
働
者
、
な
ら
び
に
失
業
・
半
失
業
者
が
最
も
多
く
密
集
・
集
中
し

て
い
る
地
区
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
々
人
を
と
り
あ
げ
て
見
れ

ば
、
単
な
る
資
本
主
義
的
差
別
（
も
ち
ろ
ん
、
日
本
資
本
主
義
の
犠

牲
に
根
ざ
し
て
い
る
が
）
で
あ
る
も
の
が
、
歴
史
的
由
来
に
起
因
す

る
立
地
条
件
の
悪
さ
、
こ
れ
に
加
う
ろ
に
行
政
的
差
別
に
起
因
す
る

環
境
条
件
の
悪
さ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
総
合
結
果
と
し
て
の
貧
困
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
広
汎
に
存
在
す
る
部
落
へ
の
差
別
意
識
の

見
え
な
い
壁
に
よ
っ
て
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
部
落
と
い
う
特
定
の

本
主
義
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も
ま
た
不
断
に
再
生
産
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
さ
き
に
、
今
日
の
部
落
差
別
は
、
封
建
的
・
身
分
的
意
識

の
延
長
線
上
に
、
そ
の
外
皮
を
ま
と
っ
た
資
本
主
義
的
差
別
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
年
功
賃
金
を
通
じ
て
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

あ
き
ら
か
に
し
た
。

紙
数
の
関
係
上
省
略
し
た
が
、
わ
が
国
の
大
き
な
企
業
規
模
別
賃

金
格
差
の
存
在
が
、
そ
し
て
企
業
内
に
存
在
す
る
あ
る
種
の
「
身
分

的
」
差
別
が
、
｜
流
・
二
流
・
’
一
一
流
と
い
う
企
業
の
ラ
ン
ク
づ
け
を

生
み
出
し
、
こ
の
一
流
企
業
へ
の
経
路
と
し
て
、
｜
流
大
学
、
一
流

高
校
、
一
流
中
学
、
｜
流
小
学
校
、
一
流
幼
稚
園
（
さ
ら
に
一
流
の

塾
）
と
い
う
学
校
の
ラ
ン
ク
づ
け
を
生
み
出
し
、
過
熱
し
た
受
験
競

争
と
教
育
上
の
差
別
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。し
か
る
に
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
は
、
社
外
工
・
臨
時
工
の
排
除

と
犠
牲
の
上
に
立
脚
す
る
年
功
賃
金
の
上
に
安
住
し
、
本
工
の
み
を

組
織
す
る
本
工
組
合
と
し
て
存
続
し
て
き
た
。
し
か
し
、
差
別
の
体

系
の
上
に
安
住
す
る
労
働
組
合
が
、
現
在
に
お
け
る
差
別
問
題
の
結

晶
で
あ
る
部
落
差
別
と
本
格
的
に
た
た
か
い
う
る
筈
は
な
い
。
し
た

む
す
ぴ

…
…
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が
っ
て
、
労
働
組
合
に
と
っ
て
部
落
問
題
を
と
り
あ
げ
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
問
題
を
通
じ
て
、
部
落
差
別
の
体
系
で
も
あ
り
ま
た
差

別
の
体
系
で
も
あ
る
年
功
賃
金
を
見
直
す
契
機
を
も
つ
と
い
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
、
搾
取
と
は

ま
た
差
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
視
角
を
再
確
立
す
る
契
機
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
が
部
落
差
別
は
、
現
在
の
わ
が
国
に

お
い
て
、
階
級
的
視
点
を
吟
味
す
る
た
め
の
試
金
石
で
あ
る
と
い
っ

た
の
も
、
こ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
別
の
表
現

を
す
れ
ば
、
部
落
問
題
に
お
い
て
誤
る
も
の
は
、
必
ず
、
階
級
的
視

点
に
お
い
て
誤
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
視
点
は
、
同
時
に
部
落
労
働
者
な
ら
び
に
解
放
運

動
に
連
帯
す
る
労
働
者
に
た
い
し
て
も
、
重
い
任
務
を
課
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
部
落
差
別
と
た
た
か
い
、
部
落
解
放
を
目
ざ

し
て
た
た
か
う
限
り
、
ま
た
、
自
己
の
職
場
や
労
働
組
合
の
中
で
、

年
功
賃
金
に
た
い
し
て
も
先
頭
に
た
っ
て
た
た
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
職
場
の
差
別
、
年
功
賃
金

の
も
た
ら
す
差
別
な
ら
び
に
年
功
賃
金
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
た
た

わ
わ
な
い
も
の
が
、
部
落
差
別
の
み
を
き
り
は
な
し
て
、
こ
れ
を
強

調
し
た
に
し
て
も
、
決
し
て
職
場
や
労
働
組
合
に
お
け
る
大
衆
的
な

支
持
と
共
感
を
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
五
年
総
評
、

社
会
党
、
解
放
同
盟
の
三
者
を
も
っ
て
構
成
・
発
足
し
た
大
阪
最
低

賃
金
共
闘
会
議
（
大
阪
最
賃
共
闘
）
が
運
動
に
お
い
て
一
定
の
成
果

今
日
、
部
落
差
別
の
本
質
と
は
何
か
。
部
落

の
完
全
解
放
と
は
何
か
。
そ
し
て
、
部
落
解
放

運
動
と
労
働
運
動
と
の
共
同
闘
争
の
強
化
、
そ

の
発
展
方
向
が
大
き
く
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
を
究
明
す
る
研
究
が

数
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
取
り
上
げ

ら
れ
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
経
済
学
雑
誌
」
も

稀
少
な
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
論
文
を
、
大
阪
市

立
大
学
「
経
済
学
雑
誌
」
第
氾
巻
、
第
５
．
６

号
よ
り
、
本
紀
要
に
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

（
編
集
事
務
局
）

を
お
さ
め
、
ま
た
解
放
運
動
と
労
働
運
動
と
を
内
実
的
（
従
来
の
結

合
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
に
結
び
つ
け
る
一
歩
と
な

っ
た
の
も
、
最
低
賃
金
が
最
低
限
職
種
の
賃
金
を
社
会
的
に
決
定
す

る
と
い
う
性
格
を
、
も
っ
と
い
う
な
ら
ば
年
功
年
金
の
依
拠
す
る
企

業
内
賃
金
決
定
の
原
則
に
対
立
し
、
克
服
す
る
方
向
を
、
萌
芽
的
に

内
含
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注
（
１
）
部
落
解
放
同
盟
第
一
一
二
回
全
国
大
会
「
一
九
七
六
年
度
一
般
運
動

方
針
」
『
部
落
解
放
』
’
九
七
六
年
塵
時
号
、
第
八
五
号
、
二
八
１

九
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
総
理
府
編
『
同
和
対
策
の
現
況
」
’
九
七
七
年
一
一
一
月
、
七
八
ペ
ー

ジ
。

（
３
）
大
賀
正
行
箸
「
部
落
解
放
理
論
の
根
・
本
問
題
」
解
放
出
版
社
、
’

九
七
七
年
三
四
○
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
谷
畑
孝
・
林
大
鳳
・
平
垣
美
代
司
・
山
中
多
美
男
・
渡
辺
徹
「
部

落
解
放
と
反
差
別
共
同
闘
争
の
展
望
」
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連

編
「
大
阪
の
部
落
解
放
運
動
」
解
放
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
七
六

ペ
ー
ジ
。

東
雲
新
聞

国
人
阪
壽

鄙
娘
Ⅲ

奴
保
Ⅵ

全
巻
復
刻
完
結
〃

「
東
雲
新
聞
』
は
二
八
八
八
（
明

治
二
一
年
）
一
月
、
大
阪
で
創
刊
さ

れ
た
自
由
民
権
派
（
自
由
党
系
）
の

新
聞
で
あ
る
。
主
筆
は
中
江
兆
民

で
あ
り
、
そ
の
後
一
八
九
一
（
明
治

二
四
）
年
一
○
ま
で
発
行
さ
れ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
近
代
思

想
上
、
中
江
兆
民
は
重
要
な
位
置

を
占
め
て
お
り
、
な
か
で
も
「
東
雲

新
聞
」
の
論
説
は
刮
目
に
棺
す
る
。

復
刻
『
東
雲
新
聞
」
が
、
研
究

者
、
関
係
諸
機
関
、
諸
団
体
を
は

じ
め
関
係
各
位
に
広
く
活
用
さ
れ

各
分
野
に
お
け
る
研
究
や
実
践
が

さ
ら
に
前
進
す
る
こ
と
を
ね
が
う

の
で
あ
る
。

●
全
五
巻
予
約
販
売

●
定
価
九
八
○
○
○
円

ニユ




